
R8年度 促進計画様式Ver1.5の主な変更点

①促進計画入力Sシートについて、以下の内容を変更しました。
ア.地域計画区分に修正し、①農業を担う者②その他③地域計画区域外
を選択する。
イ.担い手区分に修正し、①認定農業者②基本構想水準到達者③認定新
規就農者④その他から選択する。
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②様式18-1口座登録申出書で口座変更の場合も対応できるように修正
しました。また様式18-2口座登録申出書に委任に関する記載を追加し
ました。

様式18-1

令和　　　年　　　月　　　日

① □新規　　　　　　 　□変更　　　 　　　□再提出

② □契約者本人　　　□代表者（未登記、共有）　　　□相続人（登記完了済）

住所

氏名

※自署の場合は印不要

③ 金融機関名
□銀行　　□農協

□金庫　　□信漁連　　□その他

支店名
□本店　　□支店

□支所　　□出張所

預金種目 □普通預金　　　 　 □当座預金

口座番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義人

ゆうちょ銀行の場合

記号・番号
記号 番号

※契約者と登録する口座名義人は同一を原則とします。

　 通帳（表紙及びﾌﾘｶﾞﾅ記載箇所）写しの提出をお願いいたします。

　 既に公社と貸借契約があり、先に登録している口座と同一の場合は提出不要です。

口座登録申出書（出し手）

㊞

該当箇所に☑

様式18-2

令和　　　年　　　月　　　日

① □新規　　　　　　 　□変更　　　 　　　□再提出

② □契約者本人　　　□代表者（未登記、共有）　　　□相続人（登記完了済）

住所

氏名

※自署の場合は印不要

③ 金融機関名
□銀行　　□農協

□金庫　　□信漁連　　□その他

支店名
□本店　　□支店

□支所　　□出張所

預金種目 □普通預金　　　 　 □当座預金

口座番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義人

ゆうちょ銀行の場合

記号・番号
記号 番号

※契約者と登録する口座名義人は同一を原則とします。

　 通帳（表紙及びﾌﾘｶﾞﾅ記載箇所）写しの提出をお願いいたします。

　 既に公社と貸借契約があり、先に登録している口座と同一の場合は提出不要です。

　 ただし、契約者と振込口座名義人が異なる場合は同一であっても再提出が必要です。

④ 契約者（代表者）と異なる名義人の口座への振込を希望する場合

住所

氏名

電話番号

契約者との続柄

※口座情報は③にご記入ください。

口座登録申出書（出し手）

私【契約者】は、下記の者を代理人と定め農地の賃料の受領に関する一切の権限を委任します。

㊞

該当箇所に☑
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（裏面）

理由 契約形態 意向 状況 添付書類

相続登記

完了

・貸借内容変更申出書（様式28）

・土地登記簿謄本（写し）
・口座登録申出書（出し手）（様式18）
・賃料振込口座の通帳の写し（表紙・次頁）
・賃借料振込依頼書（様式14）
・（共有名義の場合）代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）

相続登記

未了

・貸借内容変更申出書（様式28）

・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍
（写））
・口座登録申出書（出し手）（様式18）
・賃料振込口座の通帳の写し（表紙・次頁）
・賃借料振込依頼書（様式14）
・（代表者の住所が戸籍と異なる場合）代表者の住所が分かる
書類（運転免許証写し等）

相続登記

完了

・貸借内容変更申出書（様式28）

・土地登記簿謄本（写し）
※名義変更後に合意解約

相続登記

未了

・貸借内容変更申出書（様式28）

・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍
（写））
※過半の同意を得て合意解約

相続登記

完了

・貸借内容変更申出書（様式28）

・土地登記簿謄本（写し）
・（共有名義の場合）代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）

相続登記

未了

・貸借内容変更申出書（様式28）

・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍
（写））
・（代表者の住所が戸籍と異なる場合）代表者の住所が分かる
書類（運転免許証写し等）

相続登記

完了

・貸借内容変更申出書（様式28）

・土地登記簿謄本（写し）
※名義変更後に合意解約手続き

相続登記

未了

・貸借内容変更申出書（様式28）

・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍
（写））
※過半の同意を得て合意解約手続き

・農用地等利用者死亡届・農地賃借料支払届（様式29-1）

・農用地等の賃借権相続人（代表者）選任同意書兼委任条（様
式27-2）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍
（写））

・農用地等利用者死亡届・農地賃借料支払届（様式29-2）

・農用地等の賃借権相続人（代表者）選任同意書兼委任条（様
式27-2）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍
（写））
※名義変更後に相続人全員の同意を得て合意解約手続き

使用貸借
・農用地等利用者死亡届（様式29-3）

※継続する場合は新たに権利設定手続きが必要

※1 受け手の合意が必須

※2 相続放棄される場合は個別協議となります

出し手の死亡

賃貸借

継続

解約※1

使用貸借

継続

解約※1

受け手の死亡

賃貸借

継続

解約※2

自動的に契約終了

③様式30、31の各種変更申出書をまとめて、様式28貸借内容変
更申出書へ様式修正しました。また裏面に契約者が亡くなった
場合の必要書類を記載し、わかりやすくしました。

④Ver1.5にて削除した様式

様式28-1 委任状（共有名義）
様式28-2 委任状
様式29 農用地等の貸付代金受領に関する念書
様式31 賃貸人（所有者）変更申出書
様式32 振込口座変更依頼書
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事務手続きマニュアルの主な変更点 

 

 これまで口頭で運用していた部分や事務負担軽減のために関係機関と調整した結果をマ

ニュアルに記載し、適正かつ効率的な事務手続きを図る。変更点は下記のとおり。（赤字は

マニュアル Ver1.5 のページ番号） 

 

（１） 取得する農用地等の基準に権利関係の記述が抜けていたため追記する。（P2.3(2)③） 

 

（２）農地の借入期間について、県指導により、受け手の合意がある場合に 6 年未満の短

縮に対応する記述を追記する。（P3.4④） 

 

（３）貸し付ける受け手の要件の記述が抜けていたため追記する。（P3.5(3)） 

 

（４）促進計画必要書類の一覧表を様式の修正とあわせて手続きごと記載する。（P11～12） 

   （なお、事務軽減のため県と調整し、地域計画との整合確認については、市町村提

出の一覧表のみで確認することとした。）（P15.(6)③） 

 

（５）共有名義の農地の取扱の記述が抜けていたため追記する。（P17.3） 

 

（６）解約・変更の事務に係る書類の一覧表を追記する。（P18～19） 

 

（７）合意解約に係る留意点を追記する。（P19～20） 

 

※その他、軽微な文言修正を行う。 
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年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

5
令

和
8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

6
令

和
8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

7
令

和
8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

8
令

和
8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

9
令

和
8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

1
0

令
和

8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

－
－

合
計

2
 筆

－
－

－
－

3
,3

0
0

－
－

－
－

※
貸

付
先

決
定

区
分

【
事

業
規

程
第

6
条

第
1
項

及
び

2
項

】

1 2 3 4 5
農

業
委

員
会

の
要

請
又

は
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
1
9
条

第
2
項

の
規

程
に

よ
る

貸
付

で
あ

る
。

地
域

計
画

区
域

外

地
域

計
画

地
域

計
画

区
域

内

地
域

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。

地
域

計
画

に
位

置
づ

け
る

こ
と

が
確

実
だ

と
見

込
ま

れ
る

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。

不
測

の
事

態
に

よ
る

地
域

計
画

で
定

め
た

代
替

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。

地
域

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

者
へ

の
貸

し
付

け
る

ま
で

の
間

、
農

業
委

員
会

等
が

認
め

た
者

へ
の

一
時

的
な

貸
付

で
あ

る
。

農
地

に
つ

い
て

の
更

新
の

場
合

は
再

設
定

を
選

択
（

契
約

の
更

新
で

は
な

い
）

地
域

計
画

内
と

外
は

促
進

計
画

を
分

け
る

こ
と

地
区

が
複

数
に

ま
た

が
る

場
合

は
、

各
筆

明
細

の
I
3

セ
ル

に
直

接
入

力
す

る
。

始
期

終
期

が
違

う
場

合
は

促
進

計
画

を
わ

け
る

こ
と

7



入
力

S
_土

地
P

2

農
業

委
員

会
で

行
う

「
前

年
度

の
利

用
状

況
調

査
の

結
果

」

ほ
場

利
水

排
水

状
態

接
続

道
路

境
界

附
属

物
（
内

容
）

連
携

事
業

登
記

簿
と

契
約

者
の

名
義

同
意

書
等

相
続

関
係

図

仮
登

記
等

(権
利

部
（
甲

)

抵
当

権
等

/
抵

当
権

者
(権

利
部

（
乙

)
人

農
地

㎡
あ

た
り

単
価

（
円

）
(出

)契
約

期
間

(出
)契

約
期

間

(出
)賃

料
免

除
期

間

(出
)賃

料
免

除
期

間

ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
ﾘ
ｽ

ﾄ
選

択
少

数
点

以
下

も
入

力
（
年

）
（
月

）
(年

)
(月

)

整
備

済
整

備
済

整
備

済
良

あ
り

明
瞭

な
し

な
し

一
致

－
－

あ
り

Ｊ
Ａ

地
主

（
担

い
手

）
が

自
作

遊
休

地
7
.3

0
5

3
3

1

整
備

済
整

備
済

整
備

済
雑

草
あ

り
不

明
瞭

(済
)

パ
イ

プ
ハ

ウ
ス

な
し

一
致

－
－

な
し

Ｊ
Ａ

担
い

手
へ

貸
付

遊
休

地
以

外
1
0
.0

0
8

1
0

0
0

整
備

済
整

備
済

整
備

済
遊

休
化

あ
り

不
明

瞭
(済

)
な

し
な

し
未

登
記

あ
り

あ
り

な
し

な
し

地
主

（
非

担
い

手
）
が

自
作

・
管

理
遊

休
地

1
0
.0

0
8

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
8

1
0

0
0

＜
各

項
目

の
注

意
点

・
記

載
基

準
等

＞

状
　

　
　

態
 ：

 良
→

ト
ラ

ク
タ

ー
で

耕
耘

で
き

る
程

度
の

雑
草

の
繁

茂
あ

り
。

　
　

雑
草

→
背

の
高

い
雑

草
が

繁
茂

し
て

い
る

が
堅

い
樹

木
等

は
な

い
。

　
　

遊
休

化
→

樹
木

等
が

生
い

茂
り

重
機

等
に

よ
る

作
業

が
必

要
。

境
　

　
　

界
 ：

 明
瞭

→
境

界
が

確
認

で
き

る
。

　
　

不
明

瞭
（
済

）
→

不
明

瞭
だ

が
隣

接
す

る
圃

場
耕

作
者

等
と

借
受

希
望

者
で

不
明

瞭
に

な
っ

て
い

る
境

界
に

つ
い

て
確

認
し

た
。

　
　

不
明

瞭
（
未

）
→

不
明

瞭
で

隣
接

耕
作

者
等

と
ま

だ
調

整
で

き
て

い
な

い
。

附
  

属
  

物
：
 ハ

ウ
ス

や
小

屋
等

が
あ

れ
ば

記
載

す
る

。

連
携

事
業

 ：
農

地
中

間
管

理
事

業
（
機

構
事

業
）
と

連
携

し
て

実
施

さ
れ

る
事

業
が

あ
れ

ば
記

載
す

る
。

（
農

地
耕

作
条

件
改

善
事

業
、

機
構

集
積

協
力

金
ほ

か
）

共
有

者
が

い
る

場
合

農
業

委
員

会
調

査
に

よ
る

地
主

、
受

け
手

等
か
ら

聞
き

取
り

賃
料

の
免

除
期

間
が
あ

る
場

合
に

記
載

8



入
力

S
_土

地
P

3
受

け
手

情
報

存
続

期
間

年
間

賃
借

料
（
円

）

月
割

賃
借

料
（
円

）

(出
)契

約
期

間
賃

借
料

(円
)

(受
)契 約

期
間

(受
)契

約
期

間
住

所
氏

名
又

は
名

称
権

原
の

種
類

備
考

事
業

名
事

業
名

自
動

計
算

自
動

計
算

自
動

計
算

自
動

計
算

（
年

）
（
月

）
地

区
名

地
区

名

5
年

3
ヶ

月
7
,3

0
0

6
0
8

3
8
,3

2
4

1
0

5

8
年

1
0
ヶ

月
1
3
,0

0
0

1
,0

8
3

1
1
4,

8
30

8
1
0

8
年

1
0
ヶ

月
2
0
,0

0
0

1
,6

6
7

1
7
6,

6
70

8
1
0

-
0

0
0

0
0

地
目

-
0

0
0

0
0

条
件

区
分

基
盤

整
備

地
域

未
整

備
地

域

-
0

0
0

0
0

最
高

額
1
2
.0

0
1
0
.0

0

-
0

0
0

0
0

最
低

額
8
.0

0
6
.0

0

-
0

0
0

0
0

平
均

額
1
0
.0

0
8
.0

0
作

成
者

-
0

0
0

0
0

-
0

0
0

0
0

-
0

0
0

0
0

連
携

事
業

リ
ス

ト
前

年
度

末
時

点
の

農
地

の
状

況
リ

ス
ト

8
年

1
0
ヶ

月
3
3
,0

0
0

2
,7

5
0

2
9
1,

5
00

－
－

農
地

耕
作

条
件

改
善

事
業

地
主

（
担

い
手

）
が

自
作

・
管

理

荒
廃

農
地

利
活

用
促

進
事

業
地

主
（
非

担
い

手
）
が

自
作

・
管

理

機
構

集
積

協
力

金
（
地

域
集

積
）

担
い

手
へ

貸
付

機
構

集
積

協
力

金
（
経

営
転

換
）

非
担

い
手

へ
貸

付

境
　

　
　

界
 ：

 明
瞭

→
境

界
が

確
認

で
き

る
。

　
　

不
明

瞭
（
済

）
→

不
明

瞭
だ

が
隣

接
す

る
圃

場
耕

作
者

等
と

借
受

希
望

者
で

不
明

瞭
に

な
っ

て
い

る
境

界
に

つ
い

て
確

認
し

た
。

　
　

不
明

瞭
（
未

）
→

不
明

瞭
で

隣
接

耕
作

者
等

と
ま

だ
調

整
で

き
て

い
な

い
。

機
構

集
積

協
力

金
（
農

地
整

備
・
集

約
）

ヤ
ミ

小
作

不
明

（
円

/
㎡

）
△

△

当
該

農
地

は
〇

〇
土

地
改

良
区

内
に

あ
た

り
、

利
水

な
ど

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
契

約
期

間
に

つ
い

て
は

地
主

の
親

族
が

定
年

退
職

後
に

利
用

し
た

い
と

い
う

意
向

が
あ

り
、

８
年

ま
で

短
縮

し
た

。
一

部
使

用
で

き
な

い
部

分
2
0
0
㎡

は
除

外
し

、
内

面
積

で
契

約
す

る
。

実
施

年
度

実
施

年
度

借
入

用
地

の
調

整
事

項
（
契

約
期

間
が

1
0
年

未
満

の
理

由
、

賃
借

料
が

近
傍

類
似

か
ら

外
れ

た
理

由
、

契
約

終
了

時
に

必
要

と
な

る
現

場
等

で
の

調
整

内
容

、
検

討
が

必
要

な
事

項
等

）

近
傍

類
似

の
実

勢
賃

借
料

畑
調

査
年

月
日

令
和

8
年

4
月

1
日

利
用

権
を

設
定

す
る

土
地

の
（
乙

）
以

外
の

権
原

者
等

※
農

業
委

員
会

が
行

う
「
賃

借
料

情
報

の
提

供
」

連
携

事
業

の
概

要
①

連
携

事
業

の
概

要
②

調
査

員
（
所

属
・
氏

名
）

○
○

市
○

○
課

　
△

△
公

社
駐

在
員

　
□

□

調
整

し
た

こ
と

、
農

地
返

還
時

に
関

わ
る

こ
と

等
を

記
載

9



入
力

S
＿

集
積

　
P

１
太

枠
内

に
そ

れ
ぞ

れ
入

力
く
だ

さ
い

。
行

列
の

挿
入

・
削

除
は

行
わ

な
い

で
く
だ

さ
い

。

添
付

書
類

の
一

部
省

略
（
該

当
に

○
（
複

数
可

）
）

　
現

に
機

構
か

ら
賃

借
権

等
の

設
定

を
受

け
て

い
る

者
に

、
当

該
権

利
に

係
る

農
用

地
等

に
つ

い
て

再
度

賃
借

権
等

の
設

定
を

行
う

た
め

、
一

部
事

項
を

省
略

し
ま

す
。

（
施

行
規

則
第

1
2
条

第
３

項
第

１
号

に
該

当
）

2
　

共
通

事
項

別
表

１
　

修
繕

費
又

は
改

良
費

の
負

担
に

係
る

特
約

事
項

（
該

当
な

け
れ

ば
空

白
の

ま
ま

に
し

て
く
だ

さ
い

）

出
し

手
受

け
手

別
表

２
　

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

に
係

る
特

約
事

項
（

負
担

区
分

の
内

容
欄

は
必

ず
リ

ス
ト

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

）
負

担
区

分
の

内
容

出
し

手
受

け
手

特
別

賦
課

金

経
常

賦
課

金

維
持

管
理

費

別
表

３
　

そ
の

他
特

約
事

項
（

特
約

事
項

が
な

け
れ

ば
空

白
の

ま
ま

に
し

て
く

だ
さ

い
）

1
　

出
し

手
特

約
事

項
2
　

受
け

手
特

約
事

項

な
し

な
し

機
構

か
ら

の
転

借
人

な
し

な
し

乙
（
転

借
人

）

例
）
遊

休
農

地
の

場
合

〇
上

記
（
８

）
障

害
の

除
去

等
、

（
１

２
）
目

的
物

の
返

還
に

係
る

取
り

扱
い

に
つ

い
て

は
、

本
計

画
の

定
め

に
関

わ
ら

ず
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
①

甲
が

転
貸

を
行

っ
た

後
に

当
該

農
用

地
に

お
い

て
、

伐
開

等
に

伴
い

、
地

下
埋

設
物

、
地

上
部

の
廃

棄
物

等
、

農
地

と
し

て
の

利
用

に
支

障
を

き
た

す
も

の
（
以

下
「
障

害
」
と

い
う

）
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

取
り

扱
い

は
、

乙
（
土

地
所

有
者

）
及

び
機

構
か

ら
の

転
借

人
が

協
議

の
う

え
、

定
め

る
も

の
と

す
る

。
②

①
に

よ
る

協
議

が
整

わ
ず

、
障

害
の

除
去

等
が

行
わ

れ
な

い
ま

ま
、

機
構

か
ら

の
転

借
人

が
利

用
権

の
設

定
を

解
約

等
し

た
場

合
、

甲
は

、
合

意
解

約
又

は
（
１

３
）
の

規
定

に
よ

る
契

約
の

解
除

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

③
賃

貸
借

が
終

了
し

た
と

き
は

、
甲

は
乙

に
対

し
、

現
状

有
姿

の
ま

ま
当

該
農

用
地

を
返

還
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

、
障

害
の

除
去

等
に

係
る

費
用

負
担

及
び

責
任

を
一

切
負

わ
な

い
。

〇
利

用
権

の
始

期
か

ら
一

定
期

間
を

経
過

し
て

も
機

構
か

ら
の

転
借

人
に

よ
る

遊
休

農
地

の
解

消
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
場

例
）
遊

休
農

地
の

場
合

〇
甲

が
転

貸
を

行
っ

た
後

に
当

該
農

用
地

に
お

い
て

、
伐

開
等

に
伴

い
、

地
下

埋
設

物
、

地
上

部
の

廃
棄

物
等

、
農

地
と

し
て

の
利

用
に

支
障

を
き

た
す

も
の

（
以

下
「
障

害
」
と

い
う

）
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

取
り

扱
い

は
、

土
地

所
有

者
及

び
乙

が
協

議
の

う
え

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

〇
乙

が
利

用
権

の
始

期
か

ら
○

ヶ
月

以
内

に
遊

休
農

地
の

解
消

を
行

わ
な

か
っ

た
場

合
、

甲
は

、
（
２

）
の

ア
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
当

該
農

用
地

等
に

係
る

賃
貸

借
又

は
使

用
貸

借
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

修
繕

費
又

は
改

良
の

工
事

名
甲

及
び

土
地

所
有

者
並

び
に

転
借

人
の

費
用

に
関

す
る

支
払

い
区

分
の

内
容

甲
及

び
転

借
人

の
支

払
額

に
つ

い
て

土
地

所
有

者
の

償
還

す
べ

き
額

及
び

方
法

備
　

考

備
　

考
賦

課
金

等
の

種
類
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入
力

S
＿

集
積

　
P

2
３

．
賃

借
権

の
設

定
等

を
受

け
る

者
の

農
業

経
営

の
状

況
等

（
個

人
農

業
者

）

現
に

所
有

し
、

又
は

所
有

権
 以

外
の

使
用

世
帯

員
の

農
作

業
従

事
及

び
雇

用
労

働
力

の
状

況
　

主
な

家
畜

の
飼

養
の

状
況

主
な

農
機

具
の

所
有

の
状

況
　

　
　

及
び

収
益

を
目

的
 と

す
る

権
利

を
有

し
て

い
る

農
用

地
等

の
利

用
の

状
況

　
（
Ａ

）
（
Ｂ

）
（
Ｃ

）
（
Ｄ

）
（
Ｅ

）

合
計

5
0
,0

0
0

㎡
農

畜
産

物
名

等
世

帯
員

種
類

数
量

種
類

数
量

農
地

5
0
,0

0
0

㎡
野

菜
3

人
 

農
業

専
従

者
受

け
手

を
含

め
た

人
員

を
入

力
人

2
0
0

 人
日

#
N

/
A

軽
ﾄﾗ

ｯ
ｸ

1
台

そ
の

他
㎡

（
概

ね
年

1
5
0
日

以
上

）
#
N

/
A

ﾄﾗ
ｸ
ﾀ
ｰ

1
台

農
業

補
助

者
主

と
し

て
農

業
に

従
事

す
る

者
人

#
N

/
A

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟﾊ

ｳ
ｽ

3
棟

（
6
0
～

1
4
9
日

/
年

）
#
N

/
A

#
N

/
A

従
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

人
#
N

/
A

#
N

/
A

#
N

/
A

#
N

/
A

計
3

人
#
N

/
A

#
N

/
A

市
町

村
氏

名

名
護

市
受

け
手

次
郎

宜
野

座
村

受
け

手
花

子

性
別

2 1

男
生

年
月

日
昭

和
5
5
年

1
月

1
日

年
齢

世
帯

員
の

う
ち

農
業

従
事

者
雇

用
労

働
力

（
年

間
延

日
数

）

住
所

地
、

拠
点

と
な

る
場

所
等

名
護

市

名
護

市

農
作

業
に

従
事

す
る

者
の

配
置

の
状

況
（
G

)

(G
)欄

の
「
農

作
業

に
従

事
す

る
者

の
配

置
の

状
況

」
に

つ
い

て
は

、
（
Ａ

）
欄

に
係

る
土

地
が

複
数

市
町

村
に

ま
た

が
る

場
合

の
み

、
市

町
村

別
に

記
載

す
る

（
隣

接
市

町
村

な
ど

で
配

置
が

同
じ

場
合

は
、

該
当

す
る

市
町

村
名

を
列

記
す

る
。

）
。

な
お

、
「
住

所
地

、
拠

点
と

な
る

場
所

等
」
は

、
市

町
村

名
を

記
載

す
る

。

氏
　

名
受

け
手

　
次

郎

主
た

る
経

営
作

目

日
4
6

才
農

作
業

従
事

日
数

1
5
0

記
載

注
意

(1
)権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
の

農
業

経
営

の
状

況
等

（以
下

「本
書

類
」と

い
う

。
）

は
、

同
一

公
告

に
係

る
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
書

（以
下

「促
進

計
画

書
」
と

い
う

。
）中

、
い

ず
れ

か
に

そ
の

添
付

が
あ

れ
ば

、
他

は
そ

の
添

付
を

要
し

な
い

。

(2
)(B

)欄
は

、
主

た
る

経
営

作
目

を
「さ

と
う

き
び

」、
「水

稲
」、

「
野

菜
」
、

「果
樹

(ﾊ
ﾟｲ

ﾝ
)」

、
「果

樹
(そ

の
他

)」
、

「
花

き
」、

「か
ん

し
ょ

」
、

「葉
タ

バ
コ

」
、

「麦
」、

「
肉

用
牛

」
、

「そ
の

他
」等

と
記

載
す

る
。

(3
) (

C)
欄

の
「
主

た
る

従
事

者
」
と

は
、

自
家

農
業

労
働

日
数

が
年

間
お

お
む

ね
15

0
日

以
上

の
者

（自
家

農
業

労
働

日
数

が
年

間
概

ね
15

0日
に

達
す

る
者

が
い

な
い

場

合
は

、
そ

の
行

う
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
必

要
な

行
う

べ
き

農
作

業
が

あ
る

限
り

こ
れ

に
従

事
す

る
者

）
を

、
「そ

の
他

の
従

事
者

」
と

は
、

主
た

る
従

事
者

以
外

で
そ

の
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入
力

S
＿

集
積

　
P

3

農
用

地
等

の
周

辺
の

農
用

地
の

農
業

上
の

利
用

に
及

ぼ
す

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

影
響

　
（
F
）

【
法

律
事

項
】

【
地

域
計

画
区

域
外

の
場

合
に

記
載

】

該
当

該
当

の
理

由
　

(当
該

番
号

の
黒

枠
に

○
(複

数
可

)、
カ

ッ
コ

内
は

記
入

)
該

当

①
○

③

　
※

1
5
0
日

未
満

の
場

合
の

み
記

載

　
　

　
当

該
作

物
に

必
要

な
年

間
農

作
業

従
事

日
数

作
物

名
日

⑥

農
業

経
営

の
規

模
拡

大
又

は
経

営
耕

地
の

分
散

錯
圃

の
解

消
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

既
に

効
率

的
か

つ
安

定
的

な
農

業
経

営
を

行
っ

て
い

る
農

業
者

の
経

営
に

支
障

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

で
あ

る

新
規

参
入

を
し

た
者

が
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

を
目

指
し

て
い

け
る

も
の

で
あ

る

当
該

計
画

は
、

地
域

農
業

の
健

全
な

発
展

を
旨

と
し

つ
つ

、
公

平
・
適

正
に

調
整

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

②

④ ⑤

貸
付

け
後

も
全

農
地

を
効

率
的

に
利

用
す

る
と

認
め

ら
れ

る
（
保

有
・
借

受
農

地
を

適
正

に
利

用
し

て
い

る
）
。

貸
付

け
後

も
農

作
業

に
年

間
1
5
0
日

以
上

従
事

す
る

と
認

め
ら

れ
る

。
(年

間
1
5
0
日

未
満

で
あ

っ
て

も
作

物
に

応
じ

た
必

要
な

農
作

業
従

事
日

数
で

あ
る

)

【
農

作
業

に
常

時
従

事
す

る
と

認
め

ら
れ

な
い

場
合

に
記

載
】
地

域
の

農
業

に
お

け
る

他
の

農
業

者
と

の
役

割
分

担
の

計
画

要
件

要
件

○

12



農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

様
式

　
１

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

関
係

１
　

各
筆

明
細

（
出

し
手

）
地

域
計

画
：

区
域

内
地

域
名

：
〇

地
区

、
□

地
区 (氏

名
又

は
名

称
）

　
理

事
長

能
登

　
拓

(氏
名

又
は

名
称

）

市
町

村
名

（
）

始
　

期
終

　
期

年
月

日
年

月
日

存
続

期
間

借
賃

の
氏

名
又

は
権

原
の

支
払

方
法

名
　

　
  

称
種

　
 類

㎡

1
〇

〇
△

△
1
2
3
番

1
畑

1
,5

0
0の

内
1
,3

0
0

賃
借

権
普

通
畑

令
和

8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

8
年

1
0ヶ

月
1
0.

0
0

1
3,

0
00

-
-

-
-

2
〇

〇
△

△
1
2
3
番

2
畑

2
,0

00
賃

借
権

普
通

畑
令

和
8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

8
年

1
0ヶ

月
1
0.

0
0

2
0,

0
00

-
-

-
-

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

5
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

合
　

　
計

－
2
 筆

－
3
,3

00
－

－
－

－
－

－
3
3,

0
00

－
－

－
－

－

　
こ

の
計

画
に

同
意

す
る

。

氏
名

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

を
す

る
者

（
乙

）
氏

名

所
在

地
（
同

上
）

　
理

事
長

印
住

所
（
同

上
）

（
署

名
）

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
農

地
中

間
管

理
機

構
（
甲

）

口
座

振
込

印
能

登
　

拓

備
考

住
　

所
大

字
字

地
  
  
番

地
目

種
類

（
円

/
㎡

）

所
　

　
在

現
況

面
　

積
権

利
の

内
　

容
〔
土

地
の

利
用

目
的

〕

借
　

賃 （
円

／
年

）

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

を
す

る
土

地
（
甲

）に
設

定
す

る
農

地
中

間
管

理
権

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

を
す

る
土

地
の

（
乙

）
以

外
の

権
原

者
等

名
護

市

（
Ａ

）
（
Ｂ

）
（
Ｃ

）

農
地

中
間

管
理

権
の

設
定

を
す

る
者

（
乙

）

（
住

所
）

南
風

原
町

字
〇

〇
-
1
2
3

地
主

　
太

郎

整
理

番
号

農
地

中
間

管
理

機
構

（
甲

）

（
所

在
地

）

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
南

風
原

町
字

本
部

4
5
3
番

地
３
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２
　

共
通

事
項

　
こ

の
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
（
以

下
「
本

計
画

」と
い

う
。

）
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
設

定
さ

れ
る

農
地

中
間

管
理

権
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

(１
)農

地
中

間
管

理
権

の
１

の
各

筆
明

細
に

記
載

さ
れ

た
土

地
（
以

下
「
当

該
土

地
」と

い
う

。
）
の

農
地

中
間

管
理

権
は

、
本

計
画

の
公

告
に

よ
り

生
じ

る
。

　
　

設
定

(２
)借

賃
の

増
額

又
は

ア
　

減
額

イ ウ

(３
)転

貸
農

地
中

間
管

理
権

の
設

定
を

受
け

る
者

（
以

下
「
甲

」と
い

う
。

）
は

、
当

該
土

地
を

第
３

者
に

転
貸

し
て

、
当

該
転

借
人

に
使

用
お

よ
び

収
益

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

(４
)借

賃
の

支
払

い
当

該
土

地
を

第
３

者
に

転
貸

し
た

場
合

、
甲

が
、

農
地

中
間

管
理

権
を

設
定

す
る

者
（
以

下
「
乙

」と
い

う
。

）
に

支
払

う
借

賃
は

、
当

該
転

借
人

が
甲

に
支

払
う

借
賃

を
持

っ
て

あ
て

る
。

(５
)借

賃
の

支
払

猶
予

(６
)解

約
に

当
た

っ
て

の
甲

及
び

乙
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
農

地
中

間
管

理
権

の
存

続
期

間
の

中
途

に
お

い
て

解
約

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
は

、
相

手
方

の
同

意
を

得
る

も
の

と
す

る
。

　
相

手
方

の
同

意

(７
)遊

休
農

地
に

関
す

る
　

取
扱

い
 

(８
)障

害
の

除
去

等

(９
)修

繕
及

び
改

良
ア イ

甲
又

は
転

借
人

は
、

乙
の

同
意

を
得

て
当

該
土

地
の

改
良

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

そ
の

改
良

が
軽

微
で

あ
る

場
合

に
は

乙
の

同
意

を
要

し
な

い
。

ウ
修

繕
費

又
は

改
良

費
の

負
担

及
び

償
還

は
、

別
表

１
に

定
め

た
も

の
を

除
き

、
民

法
、

土
地

改
良

法
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
9
5
号

）
等

の
法

令
に

従
う

。

(1
0)

附
属

物
の

設
置

等
ア イ ウ

(1
1)

租
税

公
課

等
の

ア
乙

は
、

当
該

土
地

に
対

す
る

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
租

税
を

負
担

す
る

。
　

負
担

イ
当

該
土

地
に

係
る

農
業

保
険

法
（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
8
5
号

）に
基

づ
く

共
済

掛
金

及
び

賦
課

金
は

、
転

借
人

が
負

担
す

る
。

ウ
当

該
土

地
に

係
る

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

の
負

担
に

つ
い

て
は

、
乙

と
転

借
人

の
協

議
の

上
、

別
表

２
に

定
め

る
こ

と
と

し
、

こ
れ

を
甲

は
負

担
し

な
い

。

(1
2)

目
的

物
の

返
還

ア イ ウ エ
甲

は
、

イ
に

よ
る

場
合

そ
の

他
法

令
に

よ
る

権
利

の
行

使
で

あ
る

場
合

を
除

き
、

当
該

土
地

の
返

還
に

際
し

、
名

目
の

い
か

ん
を

問
わ

ず
返

還
の

代
償

を
請

求
し

て
は

な
ら

な
い

。

農
地

中
間

管
理

権
の

存
続

期
間

が
終

了
し

た
と

き
は

、
転

借
人

は
、

乙
に

対
し

て
直

接
当

該
附

属
物

を
撤

去
す

る
義

務
を

負
い

、
甲

は
乙

に
対

し
て

収
去

の
義

務
を

負
わ

な
い

。
イ

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

乙
が

附
属

物
を

収
去

し
な

い
こ

と
に

同
意

し
て

い
る

と
き

に
限

り
、

甲
及

び
転

借
人

は
現

状
引

き
渡

し
の

う
え

、
収

去
の

義
務

を
負

わ
な

い
。

賃
貸

借
又

は
使

用
貸

借
が

終
了

し
た

と
き

は
、

甲
は

、
（
1
0
）の

ウ
の

規
定

に
よ

る
同

意
の

ほ
か

、
乙

の
同

意
が

あ
る

も
の

を
除

き
、

そ
の

終
了

の
日

か
ら

３
０
日

内
に

、
乙

に
対

し
て

当
該

土
地

を
原

状
（
原

状
と

は
乙

が
当

該
土

地
を

借
り

受
け

る
前

の
状

態
を

い
う

）
に

回
復

し
て

返
還

す
る

。
た

だ
し

、
災

害
そ

の
他

の
不

可
抗

力
、

修
繕

又
は

改
良

行
為

に
よ

る
形

質
の

変
更

、
又

は
当

該
土

地
の

通
常

の
利

用
に

よ
っ

て
生

ず
る

形
質

の
変

更
並

び
に

（
1
0
）に

よ
り

設
置

さ
れ

た
附

属
物

の
収

去
に

つ
い

て
は

、
甲

は
、

原
状

回
復

の
義

務
を

負
わ

な
い

。

イ
に

よ
り

有
益

費
の

償
還

請
求

が
あ

っ
た

場
合

に
お

い
て

甲
及

び
乙

の
間

で
有

益
費

の
額

に
つ

い
て

協
議

が
調

わ
な

い
と

き
は

、
甲

及
び

乙
双

方
の

申
出

に
基

づ
き

市
町

村
が

認
定

し
た

額
を

、
そ

の
費

し
た

金
額

又
は

増
価

額
と

す
る

。

甲
は

、
当

該
土

地
の

改
良

の
た

め
に

支
出

し
た

有
益

費
に

つ
い

て
は

、
そ

の
返

還
時

に
増

価
額

が
現

存
し

て
い

る
場

合
に

限
り

、
乙

の
選

択
に

従
い

、
そ

の
支

出
し

た
額

又
は

増
価

額
（
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５
号

）に
基

づ
く

土
地

改
良

事
業

に
よ

り
支

出
し

た
有

益
費

に
つ

い
て

は
、

増
価

額
）の

償
還

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

甲
及

び
乙

は
、

農
地

法
（
昭

和
2
7
年

法
律

第
2
2
9
号

）
第

2
0
条

又
は

民
法

（
明

治
2
9
年

法
律

第
8
9
号

）
第

6
0
9
条

の
規

定
に

基
づ

き
借

賃
の

額
の

増
減

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
借

賃
を

改
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
農

地
法

第
5
2
条

の
農

業
委

員
会

が
提

供
す

る
借

賃
の

動
向

等
を

勘
案

し
、

甲
及

び
乙

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

当
該

土
地

の
一

部
が

滅
失

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

で
、

甲
又

は
転

借
人

の
責

め
に

帰
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
由

に
よ

る
と

き
は

、
賃

料
は

そ
の

使
用

及
び

収
益

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
部

分
の

割
合

に
応

じ
て

減
額

さ
れ

る
。

な
お

、
賃

料
の

減
額

の
時

期
及

び
減

額
の

割
合

に
つ

い
て

は
、

作
物

の
作

付
や

収
穫

の
状

況
を

踏
ま

え
て

甲
、

乙
及

び
転

借
人

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

乙
は

、
甲

が
転

借
人

の
借

賃
の

未
払

い
、

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事

由
の

た
め

、
借

賃
の

支
払

期
限

ま
で

に
借

賃
の

支
払

い
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

甲
及

び
乙

が
協

議
の

上
、

相
当

と
認

め
ら

れ
る

期
日

ま
で

そ
の

支
払

い
を

猶
予

す
る

。

乙
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
当

該
土

地
に

つ
い

て
遊

休
農

地
が

含
ま

れ
か

つ
当

該
遊

休
農

地
を

甲
又

は
転

借
人

が
解

消
し

た
場

合
、

原
則

、
農

地
中

間
管

理
権

の
始

期
を

起
点

と
し

契
約

期
間

内
は

解
約

を
求

め
な

い
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
乙

が
甲

又
は

転
借

人
と

協
議

の
上

、
当

該
遊

休
農

地
の

解
消

に
要

し
た

経
費

を
負

担
す

る
場

合
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

乙
は

、
地

下
埋

設
物

、
地

上
部

の
廃

棄
物

等
、

農
用

地
と

し
て

の
利

用
に

支
障

を
き

た
す

も
の

を
除

去
し

た
う

え
甲

に
引

き
渡

す
と

と
も

に
、

農
地

中
間

管
理

権
の

存
続

期
間

中
に

お
い

て
は

、
　

農
地

中
間

管
理

権
の

行
使

の
妨

げ
と

な
る

行
為

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

乙
は

、
甲

及
び

転
借

人
の

責
に

帰
す

べ
き

事
由

に
よ

ら
な

い
で

生
じ

た
当

該
土

地
の

損
耗

に
つ

い
て

、
自

ら
の

費
用

と
責

任
に

お
い

て
修

繕
す

る
。

た
だ

し
、

緊
急

を
要

す
る

と
き

そ
の

他
、

乙
に

お
い

て
修

繕
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

で
乙

の
同

意
を

得
た

と
き

は
、

甲
又

は
転

借
人

が
修

繕
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

甲
又

は
転

借
人

が
修

繕
の

費
用

を
支

出
し

た
と

き
は

、
乙

に
対

し
て

そ
の

費
用

の
償

還
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

転
借

人
が

当
該

土
地

に
永

年
作

物
及

び
ハ

ウ
ス

等
の

構
築

物
（
以

下
「
附

属
物

」と
い

う
。

）
の

設
置

を
行

お
う

と
す

る
と

き
、

転
借

人
は

、
乙

の
同

意
を

得
て

、
確

認
書

の
写

し
を

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

転
借

人
は

、
附

属
物

の
設

置
が

完
了

し
た

と
き

、
甲

に
対

し
て

そ
の

旨
を

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

本
計

画
に

同
意

し
た

後
は

、
原

則
と

し
て

借
賃

の
改

定
は

行
わ

な
い

。
た

だ
し

、
同

意
し

た
後

、
当

該
借

賃
に

係
る

当
該

土
地

が
存

す
る

地
域

に
お

け
る

整
備

状
況

等
が

同
程

度
の

農
用

地
等

の
賃

料
水

準
と

比
較

し
著

し
く

差
異

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
農

業
委

員
会

の
提

供
す

る
借

賃
等

の
動

向
等

の
情

報
等

を
勘

案
し

て
、

甲
及

び
乙

が
協

議
し

て
定

め
る

額
に

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
し

、
必

要
に

応
じ

て
市

町
村

又
は

農
業

委
員

会
の

意
見

を
聴

く
も

の
と

す
る

。
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(1
3)

契
約

の
解

除
ア イ ウ

(1
4)

土
地

の
境

界
等

(1
5)

農
地

中
間

管
理

権
　

に
関

す
る

事
項

の
変

更
　

の
禁

止

(1
6)

農
地

中
間

管
理

権
甲

は
転

借
人

に
対

し
、

本
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
従

い
、

当
該

土
地

を
効

率
的

か
つ

適
正

に
利

用
す

る
よ

う
農

業
委

員
会

等
と

連
携

し
指

導
す

る
も

の
と

す
る

。
　

取
得

者
の

責
務

(1
7)

農
地

中
間

管
理

機
　

構
関

連
土

地
改

良
事

　
業

に
つ

い
て

(1
8)

そ
の

他
本

計
画

に
お

け
る

そ
の

他
の

特
約

事
項

は
、

別
表

３
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

な
お

、
本

計
画

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

本
計

画
に

関
し

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

民
法

の
規

定
に

従
い

つ
つ

、
甲

、
乙

及
び

県
が

協
議

し
て

定
め

る
。

別
表

１
　

修
繕

費
又

は
改

良
費

の
負

担
に

係
る

特
約

事
項

別
表

２
　

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

に
係

る
特

約
事

項

別
表

３
　

そ
の

他
特

約
事

項

例
）
遊

休
農

地
の

場
合

〇
上

記
（８

）
障

害
の

除
去

等
、

（
１

２
）
目

的
物

の
返

還
に

係
る

取
り

扱
い

に
つ

い
て

は
、

本
計

画
の

定
め

に
関

わ
ら

ず
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
①

甲
が

転
貸

を
行

っ
た

後
に

当
該

農
用

地
に

お
い

て
、

伐
開

等
に

伴
い

、
地

下
埋

設
物

、
地

上
部

の
廃

棄
物

等
、

農
地

と
し

て
の

利
用

に
支

障
を

き
た

す
も

の
（
以

下
「
障

害
」と

い
う

）
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

取
り

扱
い

は
、

乙
（
土

地
所

有
者

）
及

び
機

構
か

ら
の

転
借

人
が

協
議

の
う

え
、

定
め

る
も

の
と

す
る

。
②

①
に

よ
る

協
議

が
整

わ
ず

、
障

害
の

除
去

等
が

行
わ

れ
な

い
ま

ま
、

機
構

か
ら

の
転

借
人

が
利

用
権

の
設

定
を

解
約

等
し

た
場

合
、

甲
は

、
合

意
解

約
又

は
（
１

３
）
の

規
定

に
よ

る
契

約
の

解
除

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

③
賃

貸
借

が
終

了
し

た
と

き
は

、
甲

は
乙

に
対

し
、

現
状

有
姿

の
ま

ま
当

該
農

用
地

を
返

還
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

、
障

害
の

除
去

等
に

係
る

費
用

負
担

及
び

責
任

を
一

切
負

わ
な

い
。

〇
利

用
権

の
始

期
か

ら
一

定
期

間
を

経
過

し
て

も
機

構
か

ら
の

転
借

人
に

よ
る

遊
休

農
地

の
解

消
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
場

合
、

甲
は

利
用

権
に

係
る

契
約

の
解

除
を

求
め

る
こ

と
が

あ
る

。

経
常

賦
課

金
な

し

維
持

管
理

費
機

構
か

ら
の

転
借

人

賦
課

金
等

の
種

類
負

担
区

分
の

内
容

備
　

考

特
別

賦
課

金
な

し

甲
及

び
乙

並
び

に
転

借
人

の
費

用
に

関
す

る
支

払
い

区
分

の
内

容
甲

及
び

転
借

人
の

支
払

額
に

つ
い

て
甲

の
償

還
す

べ
き

額
及

び
方

法
備

　
考

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

甲
は

、
甲

の
有

す
る

農
地

中
間

管
理

権
に

係
る

当
該

土
地

が
、

農
地

中
間

管
理

権
の

取
得

後
又

は
転

借
人

へ
の

貸
付

け
の

終
了

後
６

か
月

を
経

過
し

て
も

な
お

当
該

土
地

の
貸

付
け

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
見

込
み

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
1
号

。
以

下
「
機

構
法

」と
い

う
。

）
第

2
0
条

第
１

号
）、

又
は

災
害

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
農

用
地

等
と

し
て

の
利

用
を

継
続

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

と
な

っ
た

場
合

に
あ

っ
て

は
（
機

構
法

第
2
0
条

第
2
号

）、
県

知
事

の
承

認
を

受
け

て
、

農
地

中
間

管
理

権
に

係
る

契
約

の
解

除
を

す
る

も
の

と
す

る
。

当
該

転
借

人
が

契
約

途
中

で
農

地
中

間
管

理
権

に
係

る
契

約
を

解
除

し
た

場
合

は
、

残
存

期
間

の
有

無
に

係
わ

ら
ず

、
乙

と
の

農
地

中
間

管
理

権
に

係
る

契
約

の
解

除
を

申
し

入
れ

る
こ

と
が

で
き

る
。

解
除

に
あ

た
っ

て
は

、
甲

及
び

乙
で

協
議

の
う

え
、

乙
が

管
理

費
を

負
担

す
る

な
ど

、
乙

が
解

除
を

希
望

せ
ず

、
甲

に
と

っ
て

も
財

政
的

な
負

担
が

な
い

場
合

に
は

、
解

除
し

な
い

こ
と

も
含

め
て

検
討

す
る

も
の

と
す

る
。

当
該

土
地

の
隣

接
す

る
土

地
所

有
者

等
と

境
界

の
確

認
等

の
ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

た
際

に
は

、
乙

及
び

転
借

人
が

協
議

の
う

え
、

双
方

で
責

任
を

持
っ

て
解

決
す

る
も

の
と

す
る

。

甲
及

び
乙

は
、

本
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
設

定
さ

れ
る

農
地

中
間

管
理

権
に

関
す

る
事

項
は

変
更

し
な

い
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
甲

、
乙

及
び

県
が

協
議

の
う

え
、

真
に

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

甲
及

び
乙

と
の

間
で

、
1
5
年

以
上

の
貸

借
期

間
を

設
定

し
た

農
用

地
等

に
つ

い
て

は
、

土
地

改
良

法
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
9
5
号

）
第

8
7
条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。

修
繕

費
又

は
改

良
の

工
事

名
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様
式

７

ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ
ﾌ

ﾘｶ
ﾞﾅ

生
年

月
日

年
齢

〇
地

区

(年
)

(月
)

1
新

規
〇

〇
△

△
1
2
3
番

1
畑

畑
農

用
地

1
,5

0
0

1
,3

0
0

1
0
.0

0
1
3
,0

0
0

8
1
0

1
1
4
,8

3
0

整
備

済
整

備
済

整
備

済
雑

草
あ

り
不

明
瞭

(済
)

パ
イ

プ
ハ

ウ
ス

2
新

規
〇

〇
△

△
1
2
3
番

2
畑

畑
農

用
地

2
,0

0
0

2
,0

0
0

1
0
.0

0
2
0
,0

0
0

8
1
0

1
7
6
,6

7
0

整
備

済
整

備
済

整
備

済
遊

休
化

あ
り

不
明

瞭
(済

)
な

し

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
,5

0
0

3
,3

0
0

-
3
3
,0

0
0

-
-

2
9
1
,5

0
0

-
-

-
-

-
-

-

同
意

書
等

相
続

関
係

図
農

地

1
一

致
－

－
な

し
ＪＡ

遊
休

地
以

外
な

し

2
未

登
記

あ
り

あ
り

な
し

な
し

遊
休

地
な

し
地

目

3
-

-
-

-
-

-
-

条
件

区
分

基
盤

整
備

地
域

未
整

備
地

域

4
-

-
-

-
-

-
-

最
高

額
1
2
.0

0
1
0
.0

0

5
-

-
-

-
-

-
-

最
低

額
8
.0

0
6
.0

0

平
均

額
1
0
.0

0
8
.0

0
作

成
者

借
入

は
２

．
不

適
当

３
．

そ
の

他

上
記

の
と

お
り

決
定

す
る

。
公

益
財

団
法

人
沖

縄
県

農
業

振
興

公
社

令
和

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

農
地

中
間

管
理

事
業

審
査

会

会
長

印
長

嶺
　

和
弥

※
２

又
は

３
の

場
合

に
つ

い
て

は
、

そ
の

理
由

等

△
△

（
円

/
㎡

）

１
．

適
当

審
査

結
果

実
施

年
度

実
施

年
度

連
携

事
業

の
概

要
①

連
携

事
業

の
概

要
②

事
業

名
事

業
名

地
区

名
地

区
名

合
  

  
 計

畑

※
農

業
委

員
会

が
行

う
「
賃

借
料

情
報

の
提

供
」

担
い

手
へ

貸
付

地
主

（
非

担
い

手
）
が

自
作

・
管

理

- --

連
携

事
業

調
査

年
月

日
令

和
8
年

4
月

1
日

調
査

員
（
所

属
・
氏

名
）

○
○

市
○

○
課

　
△

△
公

社
駐

在
員

　
□

□

借
入

用
地

の
調

整
事

項
（
契

約
期

間
が

1
0
年

未
満

の
理

由
、

賃
借

料
が

近
傍

類
似

か
ら

外
れ

た
理

由
、

契
約

終
了

時
に

必
要

と
な

る
現

場
等

で
の

調
整

内
容

、
検

討
が

必
要

な
事

項
等

）

当
該

農
地

は
〇

〇
土

地
改

良
区

内
に

あ
た

り
、

利
水

な
ど

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
契

約
期

間
に

つ
い

て
は

地
主

の
親

族
が

定
年

退
職

後
に

利
用

し
た

い
と

い
う

意
向

が
あ

り
、

８
年

ま
で

短
縮

し
た

。
一

部
使

用
で

き
な

い
部

分
2
0
0
㎡

は
除

外
し

、
内

面
積

で
契

約
す

る
。

近
傍

類
似

の
実

勢
賃

借
料

附
属

物
（
内

容
）

番
号

契
約

区
分

土
　

地
　

の
　

所
　

在
賃

借
料

等
土

地
の

条
件

借
入

面
積

(㎡
)

㎡
あ

た
り

単
価

（
円

）
地

域
区

分
登

記
面

積
(㎡

)
大

字
小

字
地

番
現

況
地

目
台

帳
地

目
年

間
賃

借
料

（
円

）
契

約
期

間
(予

定
)

昭
和

1
5
年

1
月

1
日

8
6

状
態

排
水

接
続

道
路

境
界

契
約

期
間

賃
借

料
(円

)
ほ

場
利

水

借
　

入
　

審
　

査
　

表

市
町

村
名

名
護

市
住

所
ﾊ

ｴ
ﾊ

ﾞﾙ
ﾁ

ｮｳ
ｱ

ｻ
ﾞ〇

〇
-
1
2
3

南
風

原
町

字
〇

〇
-
1
2
3

契
約

者
氏

名
又

は
名

称
地

主
　

太
郎

ｼ
ﾞﾇ

ｼ
　

ﾀ
ﾛ
ｳ

Ｔ
Ｅ

Ｌ

0
9
0
-
1
1
1
1
-
1
1
11

地
域

計
画

地
域

名
担

い
手

区
分

非
担

い
手

立
会

人
地

主
　

花
子

 ・
 娘

 ・
 0

9
0
-
2
2
2
2
-
2
2
2
2 

・
 那

覇
市

〇
〇

-
4
5
6

番
号

登
記

簿
と

契
約

者
の

名
義

農
業

委
員

会
で

行
う

「
前

年
度

の
利

用
状

況
調

査
の

結
果

」

耕
作

者

抵
当

権
等

/
抵

当
権

者
(権

利
部

(乙
))

共
有

者
が

い
る

場
合

仮
登

記
等

(権
利

部
(甲

))

＜
各
項

目
の
注
意
点
・
記

載
基
準
等
＞

状
態

：
良
→
ト

ラ
ク
タ
ー
で
耕
耘
で

き
る
程
度
の
雑
草

の
繁
茂
あ
り
。

雑
草
→
背
の
高
い

雑
草
が
繁
茂
し
て

い
る
が
堅
い
樹
木

等
は
な
い
。

遊
休
化
→
樹
木

等
が
生
い
茂
り
重
機

等
に
よ
る
作
業
が

必
要
。

境
界

：
明
瞭
→

境
界
が
確
認
で
き
る

。
不
明
瞭
（

済
）
→
不
明
瞭
だ

が
隣
接
す
る
圃
場
耕

作
者
等
と
借
受
希

望
者
で
不
明
瞭
に

な
っ
て
い
る

境
界
に

つ
い
て
確
認

し
た
。

不
明
瞭

（
未
）
→
不
明
瞭

で
隣
接
耕
作
者
等

と
ま
だ
調
整
で
き
て

い
な
い
。

附
属

物
：

ハ
ウ
ス

や
小
屋
等
が
あ
れ

ば
記
載
す
る
。

連
携
事
業

：
農
地
中
間
管

理
事
業
（
機
構
事
業

）
と
連
携
し
て
実

施
さ
れ
る
事
業
が

あ
れ
ば
記
載
す
る
。

（
農
地
耕
作
条
件

改
善
事
業
、

機
構
集
積
協
力
金
ほ

か
）
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農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

様
式

　
２

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

の
設

定
関

係

1
．

各
筆

明
細

（
受

け
手

）
地

域
計

画
：

区
域

内
地

域
名

：
〇

地
区

、
□

地
区

（
所

在
地

）

理
事

長
(氏

名
又

は
名

称
）

（
住

所
）

市
町

村
名

（
名

護
市

）

始
　

期
終

　
期

年
月

日
年

月
日

存
続

期
間

借
賃

の

字
地

  
  

番
地

目
の

種
類

 〔
土

地
の

利
用

目
的

〕
（
円

/
㎡

）
（
円

／
年

）
支

払
方

法

1
〇

〇
△

△
1
2
3
番

1
畑

1
,5

0
0
の

内
1
,3

0
0

1
賃

借
権

普
通

畑
令

和
8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

8
年

1
0
ヶ

月
1
0
.0

0
1
3
,0

0
0

-

2
〇

〇
△

△
1
2
3
番

2
畑

2
,0

0
0

2
賃

借
権

普
通

畑
令

和
8
年

6
月

1
日

令
和

1
6
年

3
月

3
1
日

8
年

1
0
ヶ

月
1
0
.0

0
2
0
,0

0
0

-

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

5
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

3
,3

0
0

－
－

－
－

－
－

3
3
,0

0
0

－
－

賃
借

料
の

支
払

い
期

日
 ：

 毎
年

2
月

末
日

ま
で

に
当

該
年

度
分

賃
借

料
を

支
払

う
こ

と
と

す
る

。
た

だ
し

、
貸

付
始

期
が

1
月

1
日

以
降

と
な

る
場

合
、

契
約

初
年

度
の

賃
借

料
支

払
い

期
日

は
3
月

末
日

ま
で

と
す

る
。

こ
の

計
画

に
同

意
す

る
。

農
地

中
間

管
理

機
構

（
甲

）
氏

名
公

益
財

団
法

人
沖

縄
県

農
業

振
興

公
社

氏
名

所
在

地
（
同

上
）

理
事

長
能

登
　

拓
印

住
所

（
同

上
）

（
署

名
）

※
貸

付
先

決
定

区
分

【
事

業
規

程
第

6
条

第
1
項

及
び

2
項

】
1 2 3 4 5

大
字

農
業

委
員

会
の

要
請

又
は

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

1
9
条

第
2
項

の
規

程
に

よ
る

貸
付

で
あ

る
。

地
域

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

者
へ

の
貸

し
付

け
る

ま
で

の
間

、
農

業
委

員
会

等
が

認
め

た
者

へ
の

一
時

的
な

貸
付

で
あ

る
。

不
測

の
事

態
に

よ
る

地
域

計
画

で
定

め
た

代
替

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。
地

域
計

画
に

位
置

づ
け

る
こ

と
が

確
実

だ
と

見
込

ま
れ

る
者

へ
の

貸
付

で
あ

る
。

地
域

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。

合
　

　
計

整
理

番
号

(氏
名

又
は

名
称

）

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
南

風
原

町
字

本
部

4
5
3
番

地
３

能
登

　
拓

名
護

市
〇

〇
-
1
1

ｳ
ｹ

ﾃ
　

ｼ
ﾞﾛ

ｳ

受
け

手
　

次
郎

農
地

中
間

管
理

機
構

（
甲

）

権
利

の
設

定
を

受
け

る
者

（
乙

）

内
　

容
権

利
借

　
賃

所
　

　
在

現
況

面
　

積
(㎡

)
貸

付
先

決
定

区
分

備
考

振
替

権
利

の
設

定
を

す
る

土
地

（
Ａ

）

地
域

計
画

区
域

内

地
域

計
画

区
域

外

（
乙

）
に

設
定

す
る

権
利

（
Ｂ

）

印
権

利
の

設
定

を
受

け
る

者
（
乙

）
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２
．

共
通

事
項

(１
)賃

借
権

又
は

使
用

貸
借

　
に

よ
る

権
利

の
設

定

(２
)賃

貸
借

又
は

使
用

　
貸

借
の

解
除

ア イ
正

当
な

理
由

が
な

く
、

機
構

法
第

2
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

し
な

い
と

き
（
機

構
法

第
2
1
条

第
２

項
第

３
号

）
。

ウ
農

地
法

第
６

条
の

２
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

を
受

け
た

と
き

。
エ

正
当

な
理

由
が

な
く
賃

料
を

支
払

わ
な

い
と

き
、

そ
の

他
信

義
に

反
し

た
行

為
を

行
っ

た
と

き
。

(３
)借

賃
の

支
払

猶
予

(４
)借

賃
の

増
額

又
は

減
額

ア イ ウ

(５
)転

貸
又

は
譲

渡
乙

は
、

本
計

画
に

よ
り

権
利

の
設

定
を

受
け

た
当

該
土

地
に

つ
い

て
転

貸
し

、
又

は
設

定
を

受
け

た
権

利
を

譲
渡

し
て

は
な

ら
な

い
。

(６
)遅

延
損

害
金

ア イ
遅

延
損

害
金

は
、

借
賃

の
額

に
対

し
、

年
1
0
.9

5
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
で

計
算

し
て

得
た

額
と

す
る

。

(７
)修

繕
及

び
改

良
ア イ ウ

甲
又

は
乙

は
、

土
地

所
有

者
の

同
意

を
得

て
当

該
土

地
の

改
良

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

そ
の

改
良

が
軽

微
で

あ
る

場
合

に
は

土
地

所
有

者
の

同
意

を
要

し
な

い
。

エ
修

繕
費

又
は

改
良

費
の

負
担

及
び

償
還

は
、

別
表

１
に

定
め

た
も

の
を

除
き

、
民

法
、

土
地

改
良

法
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
9
5
号

）
等

の
法

令
に

従
う

。

(８
)附

属
物

の
設

置
等

ア イ ウ

(９
)租

税
公

課
等

の
負

担
ア

当
該

土
地

に
対

す
る

固
定

資
産

税
そ

の
他

の
租

税
は

、
当

該
土

地
の

所
有

者
が

負
担

す
る

。
イ

当
該

土
地

に
係

る
農

業
保

険
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
8
5
号

）
に

基
づ

く
共

済
掛

金
及

び
賦

課
金

は
、

乙
が

負
担

す
る

。
ウ

当
該

土
地

に
係

る
土

地
改

良
区

の
賦

課
金

等
の

負
担

に
つ

い
て

は
、

乙
と

土
地

所
有

者
の

協
議

の
上

、
別

表
２

に
定

め
る

こ
と

と
し

、
こ

れ
を

甲
は

負
担

し
な

い
。

(1
0
)当

該
農

用
地

等
の

ア

　
　

返
還

イ
乙

は
、

当
該

土
地

の
改

良
の

た
め

に
支

出
し

た
有

益
費

に
つ

い
て

は
、

そ
の

返
還

時
に

甲
及

び
当

該
土

地
の

所
有

者
に

請
求

を
し

な
い

も
の

と
す

る
。

ウ
乙

は
、

法
令

に
よ

る
権

利
の

行
使

で
あ

る
場

合
を

除
き

、
当

該
土

地
の

返
還

に
際

し
、

名
目

の
い

か
ん

を
問

わ
ず

返
還

の
代

償
を

甲
に

請
求

し
て

は
な

ら
な

い
。

乙
は

、
当

該
土

地
に

設
置

し
た

附
属

物
を

収
去

す
る

義
務

を
土

地
所

有
者

に
対

し
て

直
接

負
う

。
収

去
に

要
し

た
経

費
は

乙
が

負
担

し
、

甲
は

収
去

の
義

務
を

負
わ

な
い

。

乙
は

、
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

が
終

了
し

た
と

き
は

、
（
８

）
の

ウ
の

規
定

に
よ

る
同

意
の

ほ
か

、
土

地
所

有
者

の
同

意
が

あ
る

も
の

を
除

き
、

そ
の

終
了

の
日

か
ら

3
0
日

以
内

に
、

甲
に

対
し

て
、

当
該

土
地

を
原

状
に

回
復

し
て

返
還

す
る

（
ト

ラ
ク

タ
ー

等
を

用
い

て
収

穫
残

渣
及

び
雑

草
等

を
除

去
し

た
状

態
を

基
本

と
す

る
）
。

た
だ

し
、

災
害

そ
の

他
の

不
可

抗
力

、
修

繕
若

し
く
は

改
良

行
為

又
は

当
該

土
地

の
通

常
の

利
用

に
よ

っ
て

生
ず

る
形

質
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

乙
は

、
原

状
回

復
の

義
務

を
負

わ
な

い
。

イ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
土

地
所

有
者

が
附

属
物

を
収

去
し

な
い

こ
と

に
同

意
し

て
い

る
と

き
に

限
り

、
甲

及
び

乙
は

現
状

引
き

渡
し

の
う

え
、

収
去

の
義

務
を

負
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

本
計

画
に

同
意

し
た

後
は

、
原

則
と

し
て

借
賃

の
改

定
は

行
わ

な
い

。
た

だ
し

、
同

意
し

た
後

、
当

該
借

賃
に

係
る

当
該

土
地

が
存

す
る

地
域

に
お

け
る

整
備

状
況

等
が

同
程

度
の

農
用

地
等

の
賃

料
水

準
と

比
較

し
著

し
く
差

異
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

農
業

委
員

会
の

提
供

す
る

借
賃

等
の

動
向

等
の

情
報

等
を

勘
案

し
て

、
甲

及
び

乙
が

協
議

し
て

定
め

る
額

に
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
、

必
要

に
応

じ
て

市
町

村
又

は
農

業
委

員
会

の
意

見
を

聴
く
も

の
と

す
る

。

乙
が

当
該

土
地

に
永

年
作

物
及

び
ハ

ウ
ス

等
の

構
築

物
（
以

下
「
附

属
物

」
と

い
う

。
）
の

設
置

を
行

お
う

と
す

る
と

き
、

乙
は

事
前

に
土

地
所

有
者

と
協

議
し

、
そ

の
附

属
物

の
設

置
に

つ
い

て
土

地
所

有
者

の
同

意
を

得
た

後
に

設
置

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
乙

は
土

地
所

有
者

と
附

属
物

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
の

確
認

書
を

か
わ

し
、

そ
の

写
し

を
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
さ

ら
に

、
附

属
物

の
設

置
が

完
了

し
た

と
き

、
甲

に
対

し
て

そ
の

旨
を

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

乙
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
期

日
ま

で
に

借
賃

を
支

払
わ

な
い

場
合

は
、

甲
に

対
し

、
支

払
期

日
の

翌
日

か
ら

支
払

日
ま

で
の

間
を

計
算

期
間

と
す

る
遅

延
損

害
金

を
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

甲
及

び
乙

は
、

農
地

法
（
昭

和
2
7
年

法
律

第
2
2
9
号

）
第

2
0
条

又
は

民
法

（
明

治
2
9
年

法
律

第
8
9
号

）
第

6
0
9
条

の
規

定
に

基
づ

き
借

賃
の

額
の

増
減

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
借

賃
を

改
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
農

地
法

第
5
2
条

の
農

業
委

員
会

が
提

供
す

る
借

賃
の

動
向

等
を

勘
案

し
、

甲
、

乙
及

び
土

地
所

有
者

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

当
該

土
地

の
一

部
が

滅
失

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

で
、

乙
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

由
に

よ
る

と
き

は
、

賃
料

は
そ

の
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

部
分

の
割

合
に

応
じ

て
減

額
さ

れ
る

。
な

お
、

賃
料

の
減

額
の

時
期

及
び

減
額

の
割

合
に

つ
い

て
は

、
作

物
の

作
付

・
収

穫
の

状
況

を
踏

ま
え

て
甲

、
乙

及
び

土
地

所
有

者
が

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

土
地

所
有

者
は

、
甲

及
び

乙
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

由
に

よ
り

生
じ

た
当

該
土

地
の

損
耗

に
つ

い
て

、
自

ら
の

費
用

と
責

任
に

お
い

て
修

繕
す

る
。

た
だ

し
、

乙
の

自
助

努
力

に
よ

り
被

害
の

未
然

防
止

又
は

軽
減

が
可

能
で

あ
っ

た
場

合
等

に
つ

い
て

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

緊
急

を
要

す
る

と
き

そ
の

他
土

地
所

有
者

に
お

い
て

修
繕

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
で

土
地

所
有

者
の

同
意

を
得

た
と

き
は

、
甲

又
は

乙
が

修
繕

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

甲
又

は
乙

が
修

繕
の

費
用

を
支

出
し

た
と

き
は

、
土

地
所

有
者

に
対

し
て

、
そ

の
費

用
の

償
還

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

記
載

さ
れ

た
土

地
（
以

下
「
当

該
土

地
」
と

い
う

。
）
の

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

は
、

本
計

画
の

公
告

に
よ

り
生

じ
る

。

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

公
益

財
団

法
人

沖
縄

県
農

業
振

興
公

社
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
に

よ
る

権
利

の
設

定
は

、
権

利
の

設
定

を
受

け
る

者
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
が

当
該

権
利

の
設

定
を

受
け

た
農

用
地

等
に

つ
い

て
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

甲
は

当
該

土
地

に
係

る
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

土
地

を
適

正
に

利
用

し
て

い
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
1
号

。
以

下
「
機

構
法

」
と

い
う

。
）
第

2
1
条

第
２

項
第

１
号

）
。

甲
は

、
乙

が
災

害
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
由

の
た

め
、

借
賃

の
支

払
期

限
ま

で
に

借
賃

の
支

払
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

甲
及

び
乙

が
協

議
の

上
、

相
当

と
認

め
ら

れ
る

期
日

ま
で

に
そ

の
支

払
を

猶
予

す
る

。
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(1
1
)賃

借
権

又
は

使
用

　
貸

借
に

よ
る

権
利

に
　

関
す

る
事

項
の

変
更

　
の

禁
止

(1
2
)権

利
取

得
者

の
責

ア
乙

は
、

本
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
従

い
、

当
該

土
地

を
効

率
的

か
つ

適
正

に
利

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

務
イ

(1
3
)農

地
中

間
管

理
機

甲
が

農
地

中
間

管
理

権
を

1
5
年

以
上

有
し

て
い

る
農

用
地

等
に

つ
い

て
は

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
9
5
号

）
第

8
7
条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
　

構
関

連
土

地
改

良
事

　
業

に
つ

い
て

(1
4
)賃

貸
借

又
は

使
用

存
続

期
間

（
終

期
）
を

も
っ

て
賃

貸
借

又
は

使
用

貸
借

契
約

を
終

了
と

し
、

自
動

更
新

及
び

法
定

更
新

は
で

き
な

い
。

　
貸

借
契

約
の

更
新

(1
5
)土

地
の

境
界

等

(1
6
)抵

当
権

等
ア イ

当
該

権
利

の
行

使
に

伴
い

乙
が

損
害

を
受

け
た

場
合

も
、

乙
は

そ
の

損
害

の
賠

償
を

甲
に

請
求

し
な

い
も

の
と

す
る

。

(1
7
)そ

の
他

本
計

画
に

お
け

る
そ

の
他

の
特

約
事

項
は

、
別

表
３

に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、

本
計

画
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
本

計
画

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
民

法
の

規
定

に
従

い
つ

つ
、

甲
、

乙
及

び
県

が
協

議
し

て
定

め
る

。

別
表

１
　

修
繕

費
又

は
改

良
費

の
負

担
に

係
る

特
約

事
項

別
表

２
　

土
地

改
良

区
の

賦
課

金
等

に
係

る
特

約
事

項

別
表

３
　

そ
の

他
特

約
事

項

- -

甲
及

び
乙

は
、

本
計

画
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
設

定
さ

れ
る

権
利

に
関

す
る

事
項

は
変

更
し

な
い

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

甲
、

乙
及

び
県

が
協

議
の

上
、

真
に

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

乙
は

、
機

構
法

第
2
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

権
利

の
設

定
を

受
け

た
当

該
土

地
の

利
用

の
状

況
に

つ
い

て
、

甲
か

ら
報

告
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
遅

滞
な

く
こ

れ
を

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

正
当

な
理

由
に

よ
り

報
告

で
き

な
い

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

例
）
遊

休
農

地
の

場
合

〇
甲

が
転

貸
を

行
っ

た
後

に
当

該
農

用
地

に
お

い
て

、
伐

開
等

に
伴

い
、

地
下

埋
設

物
、

地
上

部
の

廃
棄

物
等

、
農

地
と

し
て

の
利

用
に

支
障

を
き

た
す

も
の

（
以

下
「
障

害
」
と

い
う

）
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

取
り

扱
い

は
、

土
地

所
有

者
及

び
乙

が
協

議
の

う
え

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

〇
乙

が
利

用
権

の
始

期
か

ら
○

ヶ
月

以
内

に
遊

休
農

地
の

解
消

を
行

わ
な

か
っ

た
場

合
、

甲
は

、
（
２

）
の

ア
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
当

該
農

用
地

等
に

係
る

賃
貸

借
又

は
使

用
貸

借
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

経
常

賦
課

金
な

し

維
持

管
理

費
乙

（
転

借
人

）

賦
課

金
等

の
種

類
負

担
区

分
の

内
容

備
　

考

特
別

賦
課

金
な

し

- -

　
　

　
当

該
土

地
の

隣
接

す
る

土
地

所
有

者
等

と
境

界
の

確
認

等
の

ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

た
際

に
は

、
乙

及
び

土
地

所
有

者
が

協
議

の
う

え
、

双
方

で
責

任
を

持
っ

て
解

決
す

る
も

の
と

す
る

。

甲
及

び
乙

の
支

払
額

に
つ

い
て

土
地

所
有

者
の

償
還

す
べ

き
額

及
び

方
法

備
考 -

-

当
該

土
地

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

る
場

合
、

乙
は

そ
の

旨
を

承
諾

し
、

抵
当

権
等

の
権

利
が

行
使

さ
れ

た
場

合
は

、
権

利
者

及
び

甲
の

指
示

（
解

約
、

農
地

の
明

け
渡

し
等

）
に

従
う

も
の

と
す

る
。

甲
及

び
乙

並
び

に
土

地
所

有
者

の
費

用
に

関
す

る
支

払
い

区
分

の
内

容

-

-
-

-
-

修
繕

費
又

は
改

良
の

工
事

名

-
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様
式

３

賃
借

権
の

設
定

等
を

受
け

る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等
該

当
す

る
場

合
は

太
枠

内
に

○
を

記
載

　
※

1

才

人

台

 人
日

台 棟

人

【
法

律
事

項
】

【
地

域
計

画
区

域
外

の
場

合
に

記
載

】

　
※

1
5
0日

未
満

の
場

合
の

み
記

載

当
該

作
物

に
必

要
な

年
間

農
作

業
従

事
日

数

（
作

物
名

日
）

(記
載

注
意

)

　
※

２
　

(G
)欄

の
「
農

作
業

に
従

事
す

る
者

の
配

置
の

状
況

」
に

つ
い

て
は

、
（
Ａ

）
欄

に
係

る
土

地
が

複
数

市
町

村
に

ま
た

が
る

場
合

の
み

、
市

町
村

別
に

記
載

す
る

（
隣

接
市

町
村

な
ど

で
配

置
が

同
じ

場
合

は
、

該
当

す
る

市
町

村
名

を
列

記
す

る
。

）
。

な
お

、
「
住

所
地

、
拠

点
と

な
る

場
所

等
」
は

、
市

町
村

名
を

記
載

す
る

。

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

た
る

経
営

作
目

- -

- -

（
Ｅ

）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
世

帯
員

の
農

作
業

従
事

及
び

雇
用

労
働

力
の

状
況

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

な
家

畜
の

飼
養

状
況

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

な
農

機
具

の
所

有
の

状
況

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟﾊ

ｳ
ｽ

3

種
類

数
量

種
類

-
人

農
用

地
等

合
計

農
地

そ
の

他

5
0
,0

0
0

（
Ｂ

）
（
Ｃ

）

1

（
個

人
農

業
者

）

氏
　

名
性

別
男

年
齢

4
6

生
年

月
日

昭
和

5
5
年

1
月

1
日

　
※

1
　

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

1
2条

第
３

項
第

１
号

に
該

当
す

る
場

合
は

、
上

記
太

枠
内

に
○

を
記

載
し

た
う

え
で

（
Ｃ

）
～

（
Ｆ

）
及

び
「
地

域
の

農
業

に
お

け
る

他
の

農
業

者
と

の
役

割
分

担
の

計
画

」
へ

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　

農
作

業
従

事
日

数
1
5
0

日

現
に

機
構

か
ら

賃
借

権
等

の
設

定
を

受
け

て
い

る
下

記
の

者
に

、
当

該
権

利
に

係
る

農
用

地
等

に
つ

い
て

再
度

賃
借

権
等

の
設

定
を

行
う

た
め

、
一

部
事

項
を

省
略

し
ま

す
。

（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

第
1
2
条

第
３

項
第

１
号

に
該

当
）

賃
借

料
の

支
払

い
状

況

未
払

い
な

し
受

け
手

　
次

郎
地

域
計

画
区

分

農
業

を
担

う
者

担
い

手
区

分

1
．

認
定

農
業

者

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
権

利
設

定
等

を
受

け
た

後
に

行
う

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
が

、
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
用

地
等

の
周

辺
の

農
用

地
の

農
業

上
の

利
用

に
及

ぼ
す

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

影
響

（
F
）

特
に

な
し

受
け

手
花

子

-
-

-

主
た

る
従

事
者

ﾄﾗ
ｸ
ﾀ
ｰ

1

-
-

農
作

業
に

従
事

す
る

者
の

配
置

の
状

況
（
Ｇ

）
※

2

名
護

市

名
護

市

-
- -

-

-
-

軽
ﾄﾗ

ｯ
ｸ

1

-

④ ⑤③ ⑥

--

要
件

農
業

経
営

の
規

模
拡

大
又

は
経

営
耕

地
の

分
散

錯
圃

の
解

消
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

既
に

効
率

的
か

つ
安

定
的

な
農

業
経

営
を

行
っ

て
い

る
農

業
者

の
経

営
に

支
障

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

で
あ

る
-

該
当

当
該

計
画

は
、

地
域

農
業

の
健

全
な

発
展

を
旨

と
し

つ
つ

、
公

平
・
適

正
に

調
整

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

新
規

参
入

を
し

た
者

が
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

を
目

指
し

て
い

け
る

も
の

で
あ

る

○

【
農

作
業

に
常

時
従

事
す

る
と

認
め

ら
れ

な
い

場
合

に
記

載
】
地

域
の

農
業

に
お

け
る

他
の

農
業

者
と

の
役

割
分

担
の

計
画

貸
付

け
後

も
農

作
業

に
年

間
1
5
0
日

以
上

従
事

す
る

と
見

込
ま

れ
る

。
(年

間
1
5
0
日

未
満

で
あ

っ
て

も
作

物
に

応
じ

た
必

要
な

農
作

業
従

事
日

数
で

あ
る

)

-

該
当

の
理

由
　

(当
該

番
号

の
黒

枠
に

○
(複

数
可

)、
カ

ッ
コ

内
は

記
入

)

②
年

間
農

作
業

従
事

日
数

　

要
件

該
当 ○

貸
付

け
後

も
全

農
地

を
効

率
的

に
利

用
す

る
と

認
め

ら
れ

る
（
保

有
・
借

受
農

地
を

適
正

に
利

用
し

て
い

る
）
。

①

該
当

な
し

-
㎡

そ
の

他
の

従
事

者

主
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

従
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

世
帯

員

3

市
町

村

5
0
,0

0
0

㎡ ㎡

野
菜

　
（
Ａ

）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

し
て

い
る

農
用

地
の

面
積

農
畜

産
物

名
等

農
業

従
事

者

人

2

宜
野

座
村

-

雇
用

労
働

力
（
Ｄ

）

2
0
0

氏
名

住
所

地
、

拠
点

と
な

る
場

所
等

名
護

市

数
量

-
-

-
-

-
-

（
年

間
延

日
数

）

- -

-

受
け

手
次

郎
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様式14

公益財団法人　沖縄県農業振興公社理事長　殿

名護市字〇〇△△123番1、他1筆

の農地の年払賃借料として、契約期間中（ 令和8年6月1日　～　令和16年3月31日 ） 　　

下記の金額を毎年支払期日までにお支払いください。

賃借料積算

初年度 最終年度

① ②
③=①×

②
④=③/12

月
(年) (月) ⑤ 年度 月数 賃借料 年度 月数 賃借料

1 〇〇 △△ 123番1 1,300 10.00 13,000 1,083 8 10 114,830 8 10 10,830 15 12 26,000

2 〇〇 △△ 123番2 2,000 10.00 20,000 1,667 8 10 176,670 8 10 16,670 15 12 40,000

3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - - - - - - - -

　 2 筆 3,300 33,000 2,750 8 10 291,500 8 10 27,500 15 12 66,000

契約期間賃借料（⑤）＝　年間賃借料（③）　×　契約期間（年）　＋　月割賃借料（④）　×　契約期間（月）

初年度賃借料　＝　月割賃借料（④）×　初年度月数

最終年度賃借料　＝　契約期間賃借料（⑤）－　最終年度の前年度までに支払った賃借料

年度

8 令和 9 年 3月末日 令和 8年 6月 ～ 令和 9 年 3月

9 令和 10 年 3月末日 令和 9 年 4月 ～ 令和 10 年 3月

10 令和 11 年 3月末日 令和 10 年 4月 ～ 令和 11 年 3月

11 令和 12 年 3月末日 令和 11 年 4月 ～ 令和 12 年 3月

12 令和 13 年 3月末日 令和 12 年 4月 ～ 令和 13 年 3月

13 令和 14 年 3月末日 令和 13 年 4月 ～ 令和 14 年 3月

14 令和 15 年 3月末日 令和 14 年 4月 ～ 令和 15 年 3月

15 令和 16 年 3月末日 令和 15 年 4月 ～ 令和 16年 3月

合　　計

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住　　　所
捨　印

電話番号

氏　　　名 印

適否年月日 所属 氏名

合　計

年間
賃借料
（円）

月割
賃借料
（円）

借受面積
（㎡）

㎡あたり
単価
（円)大字 小字 地番

¥33,000

¥33,000

地主　花子 ・ 娘 ・ 090-2222-2222
090-1111-1111

検査欄

南風原町字〇〇-123

計8年10ヶ月

支払対象期間

¥33,000

¥33,000

¥33,000

契約
期間

契約期間
賃借料
（円）

初年度・最終年度賃借料（円）

賃借料

¥27,500

¥33,000

（出し手）公社提出用

賃　借　料　振　込　依　頼　書

¥66,000

¥291,500

備　考

10ヶ月

支払期日

12ヶ月
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様式15 賃借料支払い計画

1 名護市字〇〇△△123番1、他1筆

2 ～

初年度賃借料（円） 最終年度賃借料（円）

公社（中間保有） 受け手 受け手

① ② ③=①×② ④=③/12月 年度 月数 賃借料 年度 月数 賃借料 年度 月数 賃借料

1 〇〇 △△ 123番1 1,300 10.00 13,000 1,083 - - - 8 10 10,830 15 12 26,000

2 〇〇 △△ 123番2 2,000 10.00 20,000 1,667 - - - 8 10 16,670 15 12 40,000

3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - - - - - - - -

　 2 筆 3,300 33,000 2,750 - - - 8 10 27,500 15 12 66,000

※初年度の契約期間が1年に満たないときの賃借料は、「月割賃借料（④）×月数」または「年間賃借料（③）－（月割賃借料（④）×公社中間保有月数）」となります。

※最終年度の契約期間が1年に満たないときの賃借料は、「月割賃借料（④）×月数」または「年間賃借料（③）－（月割賃借料（④）×公社初年度契約月数）」となります。

支払年度

8年度 令和 9 年 2月末日 令和 8年 6月 ～ 令和 9年 3月

9年度 令和 10 年 2月末日 令和 9年 4月 ～ 令和 10年 3月

10年度 令和 11 年 2月末日 令和 10年 4月 ～ 令和 11年 3月

11年度 令和 12 年 2月末日 令和 11年 4月 ～ 令和 12年 3月

12年度 令和 13 年 2月末日 令和 12年 4月 ～ 令和 13年 3月

13年度 令和 14 年 2月末日 令和 13年 4月 ～ 令和 14年 3月

14年度 令和 15 年 2月末日 令和 14年 4月 ～ 令和 15年 3月

15年度 令和 16 年 2月末日 令和 15年 4月 ～ 令和 16年 3月

年間
賃借料
（円）

月割
賃借料
（円）

10 ヶ月

66,000 12 ヶ月

合　計 291,500 計8年10ヶ月

対 象 と な る 農 地 ：

受け手　次郎 様の賃借権設定期間： 令和8年6月1日

合　計

大字 小字 地番
借受面積

（㎡）

支払年月日 賃借料 賃料を充当する期間

令和16年3月31日

備　考

㎡あたり
単価（円)

賃借料積算

27,500

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000
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様式16

１．対象農用地等の所在および賃貸借予定期間

　　（１）対象農用地等の所在： 名護市字〇〇△△123番1、他1筆

　　（２）賃借権の設定期間： 令和8年6月1日 ～ 令和16年3月31日

２．賃借料の支払締切日について

　　候補者は、毎年2月末日までに賃借料支払い計画に記載された当該年度分賃借料を支払うこととする。

　ただし、貸付始期が1月1日以降となる場合、契約初年度の賃借料支払い期日は3月末日までとする。

３．賃借料の支払方法について

　　　対象者は、金融機関口座からの口座振替とする。

　　　金融機関口座の登録状況　（　□　口座登録済み　／　□　未登録　）

  　  ※ ただし、①貸付初年度の11月末日までに口座振替依頼書が公社本部に到着しなかった場合、②口座振替依頼書の内容の不備等

　　　　　により口座登録が間に合わなかった場合は、口座振替を選択しても１回目の支払いが振込となる場合があります。

　　　※ 残高不足等により振替不能となった場合は、振込で対応して頂きます。

４．賃借料の一括払いについて

　　　□　一括払いを希望する 一括払い金額 円

※中途解約等が生じた場合には、解約日までの必要な賃料を精算し残額を候補者に返還する。

５．賃借料の留意点について

　　　万が一賃借料の支払いが遅れ、債務確認書を取得する場合は、保証人を設定することに合意する。

６．契約期間（終期）の日をもって賃貸借又は使用貸借契約が終了します。自動更新ではありません。

　　　以上、承諾しました。

郵便番号： －

      令和　　　 　年　 　　 月　 　　　日

住所：

氏名： 続柄 TEL：

フリガナ

氏名：

※契約者に連絡が取れない場合にのみ使用します （自筆署名）※法人、団体は代表者印必須

農地の賃借にかかる事前確認について

　　　□　希望しない

291,500

緊急連絡先

TEL：
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様式18-1

令和　　　年　　　月　　　日

① □新規　　　　　　 　□変更　　　 　　　□再提出

② □契約者本人　　　□代表者（未登記、共有）　　　□相続人（登記完了済）

住所

氏名

※自署の場合は印不要

③ 金融機関名
□銀行　　□農協
□金庫　　□信漁連　　□その他

支店名
□本店　　□支店
□支所　　□出張所

預金種目 □普通預金　　　 　 □当座預金

口座番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義人

ゆうちょ銀行の場合
記号・番号 記号 番号

※契約者と登録する口座名義人は同一を原則とします。

　 通帳（表紙及びﾌﾘｶﾞﾅ記載箇所）写しの提出をお願いいたします。

　 既に公社と貸借契約があり、先に登録している口座と同一の場合は提出不要です。

口座登録申出書（出し手）

南風原町字〇〇-123

地主　太郎 ㊞

該当箇所に☑
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様式18-1 

令和　　　年　　　月　　　日

① ☑新規　　　　　　 　□変更　　　 　　　□再提出

② ☑契約者本人　　　□代表者（未登記、共有）　　　□相続人（登記完了済）

住所

氏名

※自署の場合は印不要

③ 金融機関名 沖縄県農業協同組合
□銀行　　☑農協
□金庫　　□信漁連　　□その他

支店名 南風原
□本店　　□支店
□支所　　□出張所

預金種目 ☑普通預金 　 □当座預金

口座番号 111111

ﾌﾘｶﾞﾅ ノウチ　タロウ

口座名義人 農地　太郎

ゆうちょ銀行の場合
記号・番号

記号 番号

※契約者と登録する口座名義人は同一を原則とします。

　 通帳（表紙及びﾌﾘｶﾞﾅ記載箇所）写しの提出をお願いいたします。

　 既に公社と貸借契約があり、先に登録している口座と同一の場合は提出不要です。

口座登録申出書（出し手）

南風原町字本部４５３番地３

農地　太郎 ㊞

該当箇所に☑

新 規： 公社と初めて契約する人

変 更： 登録している口座を変更する場合

再提出： 契約更新で契約者の口座でない場合

本用紙を記入した人の区分に☑してください。

契約者の住所、氏名を記載してください。
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様式18-2 

令和　　　年　　　月　　　日

① □新規　　　　　　 　☑変更　　　 　　　□再提出

② □契約者本人　　　☑代表者（未登記、共有）　　　□相続人（登記完了済）

住所

氏名

※自署の場合は印不要

③ 金融機関名 ゆうちょ
☑銀行　　□農協
□金庫　　□信漁連　　□その他

支店名 一九八
□本店　　☑支店
□支所　　□出張所

預金種目 ☑普通預金 　 □当座預金

口座番号 1234567

ﾌﾘｶﾞﾅ ノウチ　イチロウ

口座名義人 農地　一郎

ゆうちょ銀行の場合
記号・番号

記号　11940 番号　12345671

※契約者と登録する口座名義人は同一を原則とします。

　 通帳（表紙及びﾌﾘｶﾞﾅ記載箇所）写しの提出をお願いいたします。

　 既に公社と貸借契約があり、先に登録している口座と同一の場合は提出不要です。

　 ただし、契約者と振込口座名義人が異なる場合は同一であっても再提出が必要です。

④ 契約者（代表者）と異なる名義人の口座への振込を希望する場合

住所

氏名

電話番号

契約者との続柄

※口座情報は③にご記入ください。

口座登録申出書（出し手）

南風原町字本部４５３番地３

農地　一郎

私【契約者】は、下記の者を代理人と定め農地の賃料の受領に関する一切の権限を委任します。

㊞

該当箇所に☑

新 規： 公社と初めて契約する人

変 更： 登録している口座を変更する場合

再提出： 契約更新で契約者の口座でない場合

本用紙を記入した人の区分に☑してください。

新たな契約者の住所、氏名を記載してください。

本人の口座がない等やむを得ない場合に限る。

親族に限る。
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様式19

沖縄県農地中間管理機構からの重要なお知らせ

（農地所有者様向け）

令和８年１月22日作成

＜ご確認ください＞

１ 農用地利用集積等促進計画（契約書）に記載された住所、氏名、土地は間違いな

いですか？面積もご確認ください。

２ 賃借権又は使用貸借権が終了したときは、終了の日から30日以内に土地を原状（原

状とは機構が当該土地を借り受ける前の状態））に回復して返還します（災害その他

の不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更等を除く）。

３ 土地改良区の賦課金等の負担は、共通事項の別表２のとおりですので、必要に応

じ、土地改良区にて手続きをお願いします。

４ その他特約事項（共通事項別表３）に記載のある場合、内容をご確認ください。（共

通事項もあわせてご確認ください）

５ 土地附属物を伴う農地については、「沖縄県農業振興公社農地中間管理事業におけ

る借入対象地及び附属物の取り扱いについて」に従い「土地附属物に関する確認書」

を農地借受者と取り交わしてください。

６ 「賃借料振込依頼書」に記載されている電話番号が固定電話の場合、携帯電話番

号の記載もお願いします。

７ 賃借料は間違いないですか？（年間賃料）

８ 「口座登録申出書」の内容は間違いないですか？（口座登録がお済みでない方）

（間違いやすい事例）

・「口座名義人」の氏名、フリガナ違い （例：「ズ」と「ヅ」 「ジ」と「ヂ」）

・不鮮明な数字

・金融機関支店名の記入漏れ

＜賃借料の精算＞

○ 賃借料は、３月27日（金融機関休業日の場合は直前の営業日）に「口座登録申出

書」で指定された口座に振り込まれます。

※ 賃借料は機構が農地借受者へ請求しますので、ご自身で農地借受者に賃借料を直

接請求しないでください。

【裏面もご確認ください。】
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＜契約内容の変更＞

○ 契約者の情報（土地所有者の死亡や名義変更、法人代表者、住所、電話番号、振

込口座等）に変更が生じた場合は、必ず市町村農政担当窓口までご連絡ください。

＜契約の更新について＞

契約期間満了日の１年前に終期の通知を行います。更新の有無の意向については、通知

に記載している農地がある市町村に連絡してください。

＜解約及び解除について＞

合意解約を希望される場合は手続きに一定の時間がかかりますので早めにご連絡くだ

さい。なお、公社から貸付先の意向を聴取し、合意されない場合は解約はできませんので

ご了承ください。

また、以下の場合は解約（解除）の手続きを申し出る場合があります。

・転借人が契約途中で解約した場合。

・転借人が契約途中で解除となった場合。

・共通事項別表３に記載された内容に該当した場合。

＜マイナンバーの提供について（賃借料が15 万円を超える方のみ）＞

○ 賃借料が年間15万円を超える場合、沖縄県農業振興公社が税務署に「不動産の使

用料等の支払調書」を提出する必要があり、書類にマイナンバーを記載する必要があ

ります。改めて関係書類をお送りしますので、マイナンバーの提供にご協力をお願

いします。（1 回提供いただければ、翌年以降はマイナンバーの提供は不要です。

名義が変更になった場合は改めて提供を依頼します）。

※その他、ご不明な点は市町村農政担当窓口、又は公益財団法人沖縄県農業振興公社

（沖縄県農地中間管理機構）までお問い合わせください。

本部事務所 098-882-6801 南風原町字本部453-3 土地改良会館３階

北部地区駐在 0980-43-0504 名護市大南1-13-11 県北部合同庁舎４階

中部地区駐在 098-923-1661 沖縄市美原1-6-34 県中部合同庁舎２階

宮古地区駐在 0980-79-0248 宮古島市平良字西里1125 県宮古合同庁舎４階

八重山地区駐在 0980-87-0034 石垣市字真栄里438-1 県八重山合同庁舎４階
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様式20

沖縄県農地中間管理機構からの重要なお知らせ

（農地借受者様向け）

令和８年１月22日作成

＜印を押す前に再度ご確認ください！＞

１ 農用地利用集積等促進計画（契約書）に記載された住所、氏名、土地に間違いはないで

すか？面積もご確認ください。

２ 賃借権又は使用貸借権が終了したときは、土地所有者の同意があるものを除き、その終

了の日から30日以内に土地を原状に回復して（トラクター等を用いて収穫残渣及び雑草等を

除去した状態を基本とする）返還してください。

３ 土地改良区の賦課金等の負担は、共通事項の別表２のとおりですので、必要に応じ、土

地改良区にて手続きをお願いします。

４ その他特約事項（共通事項別表３）に記載のある場合、内容をご確認ください。（共通事

項もあわせてご確認ください。）

５ 農地に附属物（ハウス等）が設置されている場合は、「沖縄県農業振興公社農地中間管

理事業における借入対象地及び附属物の取り扱いについて」に従い「土地附属物に関す

る確認書」を農地所有者と取り交わしてください。

また、契約途中でハウス等を設置する場合には、必ず公社にご連絡ください。

６ 賃借料は間違いないですか？（年間賃料）

７ 「預金口座振替依頼書」の記載内容は間違いないですか？

（間違えやすい事例）

・お届け印違い、印影が薄い・不明瞭、不鮮明な数字

・「口座名義人」の氏名、フリガナ違い （例：「ズ」と「ヅ」 「ジ」と「ヂ」）

・引き落とし口座にＪＡを利用する場合は、金融機関名に「沖縄県」と記載し、

農業協同組合に○をつけてください。

＜契約内容の変更＞

契約者の情報（契約者の死亡や変更、法人代表者、住所、電話番号、振替口座等）に変

更が生じた場合は、必ず市町村農政担当窓口までご連絡ください。

＜契約の更新について＞

契約期間満了日の１年前に終期の通知を行います。更新の有無の意向については通知に記

載している農地がある市町村まで連絡してください。また、農地所有者が契約更新を希望しない

場合は、契約更新はできません。

【裏面もご確認ください。】

○ ×
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＜賃借料の精算＞
賃借料は、２月27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に「預金口座振替依頼書」で

指定された口座から引き落とします。以下の点についてご留意ください。
(1) 引き落とし直前に残高をご確認ください。（同日に他の引き落としが発生する場合は

残高不足となることがあります。）
(2) 引き落としは原則年一回となります。残高不足等で引き落とし不能となった場合は、

公社指定の口座へのお振込みとなります。その際の振込手数料はご負担いただきま
す。なお、指定した期日までにお支払いいただけない場合は、遅延損害金（年10.95％）
が発生しますので十分ご注意ください。

※農地所有者への賃借料の支払いは３月末日となっています。正確な精算を行うため、２
月末日の口座引き落としにご協力ください。

※農地所有者への賃借料は公社から支払いますので、ご自身で直接、農地所有者に支払
わないでください。

＜解約のご連絡のお願い＞
契約途中で営農を続けることが難しくなった場合は解約の手続きが必要なため、早めに市町

村若しくは公社までご連絡をお願いします。解約は農地借受者と公社との合意によることが前
提となります。解約の申し出は随時受け付けますが、解約審査が必要なため、下記のスケジュ
ールとなります。

申し出日 解約日

１～20日 翌月末以降

21日～月末 翌々月末以降

※12月と１月の申し出については3月末以降の解約、２月の申し出については４月末以降

の解約となります。

＜抵当権等が設定されている農地の場合＞
始期より以前に抵当権等（根抵当権、差押）が設定されており、抵当権等の権利が行使され

権利者が農地の明け渡し等を求めた場合は、借受者はその指示に従わなければなりません。ま

た、その場合に損害が発生しても公社は補償できませんのでご了承ください。

契約予定の農地に抵当権等が設定されているかどうかは、市町村担当者もしくは公社駐在員

に確認してください。

＜農地中間管理機構から毎年お送りする通知＞
・口座振替（口座振込）のお知らせ

＜農地の適正な管理のお願い＞
農地中間管理事業を通して借り受けた農地について、適正な管理をお願いいたします。

適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄に
よる悪臭や汚水の発生源となり、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性があり
ます。

※その他、ご不明な点は市町村農政担当窓口、又は公益財団法人沖縄県農業振興公社

（沖縄県農地中間管理機構）までお問い合わせください。

本部事務所 098-882-6801 南風原町字本部453-3 土地改良会館３階

北部地区駐在 0980-43-0504 名護市大南1-13-11 県北部合同庁舎４階

中部地区駐在 098-923-1661 沖縄市美原1-6-34 県中部合同庁舎２階

宮古地区駐在 0980-79-0248 宮古島市平良字西里1125 県宮古合同庁舎４階

八重山地区駐在 0980-87-0034 石垣市字真栄里438-1 県八重山合同庁舎４階
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様式28

令和 年 月 日

公益財団法人沖縄県農業振興公社理事長　殿

住　所

氏　名

　下記のとおり契約内容を変更したいので申出いたします。

※1 分からない場合は公社にお問い合わせください。

（契約者名） （新契約者（代表者）名）

〒 〒

(役職名) (役職名)

(代表者名) (代表者名)

※2 変更する該当項目のみ記載してください。

貸借内容変更申出書

記

整理番号※1

変更事項※2
変更前 変更後 添付書類(該当欄に

☑して下さい)

相続
（名義変更）

裏面参照

住所

住民票(写）
又は

運転免許証
(写）の表・裏

面

電話番号 なし

氏名
(改名)　※
個人の場合

戸籍謄（抄）本

役職名・
代表者名
※法人の場合

登記事項証明書
（写）
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（裏面）

理由 契約形態 意向 状況 添付書類

相続登記
完了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・土地登記簿謄本（写し）
・口座登録申出書（出し手）（様式18）
・賃料振込口座の通帳の写し（表紙・次頁）
・賃借料振込依頼書（様式14）
・（共有名義の場合）代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）

相続登記
未了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
・口座登録申出書（出し手）（様式18）
・賃料振込口座の通帳の写し（表紙・次頁）
・賃借料振込依頼書（様式14）
・（代表者の住所が戸籍と異なる場合）代表者の住所が分かる書類（運
転免許証写し等）

相続登記
完了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・土地登記簿謄本（写し）
※名義変更後に合意解約

相続登記
未了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
※過半の同意を得て合意解約

相続登記
完了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・土地登記簿謄本（写し）
・（共有名義の場合）代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）

相続登記
未了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
・（代表者の住所が戸籍と異なる場合）代表者の住所が分かる書類（運
転免許証写し等）

相続登記
完了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・土地登記簿謄本（写し）
※名義変更後に合意解約手続き

相続登記
未了

・貸借内容変更申出書（様式28）
・代表者選任同意書兼委任状（様式27-1）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
※過半の同意を得て合意解約手続き

・農用地等利用者死亡届・農地賃借料支払届（様式29-1）
・農用地等の賃借権相続人（代表者）選任同意書兼委任条（様式27-2）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））

・農用地等利用者死亡届・農地賃借料支払届（様式29-2）
・農用地等の賃借権相続人（代表者）選任同意書兼委任条（様式27-2）
・相続を証する書類（相続関係図、戸籍謄本（写）、原戸籍（写））
※名義変更後に相続人全員の同意を得て合意解約手続き

使用貸借
・農用地等利用者死亡届（様式29-3）
※継続する場合は新たに権利設定手続きが必要

※1 受け手の合意が必須

※2 相続放棄される場合は個別協議となります

出し手の死亡

賃貸借

継続

解約※1

使用貸借

継続

解約※1

受け手の死亡

賃貸借

継続

解約※2

自動的に契約終了
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様式27-1

公益財団法人　沖縄県農業振興公社　理事長　　殿

　【代表者】

【登記名義人】 ※共有名義の場合は全員の氏名を記載してください。

【農用地等の所在、面積等】

【相続人（又は共有者）】

電話番号

未相続・共有名義（出し手用）

代表者選任同意書兼委任状

令和　　　年　　　月　　　日

ふりがな 持ち分

備　考

　下記の農地について、上記の者を代表者と定め、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて沖縄県農

業振興公社と農地中間管理権の設定を締結することに同意します。

　また、農用地等の貸借契約及び変更・解約、書類の受取、貸付代金請求並びに受領等に係る一切の権限を代表

者に委任し、相続人間（又は共有者間）の問題が生じた場合には、代表者の責任において解決いたします。

氏　　名

氏　　名

住　　所

生年月日

市町村 大字 小字 地番 面積（㎡）

○○市 △△△□ ○○ ○○ 1,000

※代表者以外の相続人（又は共有者）を記載してください。
※ご本人の自署でない場合は、実印を使用し、「印鑑登録証明書」の提出が必要となります。

氏名（自署・捺印） 住　　所 持ち分

印

印

印

※重要【必要書類】未相続の場合は①相続関係図　②被相続人の戸籍謄本（写）及び原戸籍（写）を提出してください。

印

印

印

こ う し ゃ いちろう

公社 法子 １ /２

沖縄県○○市△△△□丁目□番□

昭和○年○月○日 ×××－×××－×××

公社 太郎

公社 一郎

公社 二郎

沖縄 花子

沖縄県○○市△△△□丁目□番□

沖縄県××市◇◇○丁目○番○

沖縄県◎◎市▽▽▽○丁目○番○

１ /６

１ /６

１ /６

印

印

印

印

1
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被相続人 相続関係図

最後の住所

最後の本籍

出生

死亡

（被相続人）

住所

出生

住所

出生

出生

死亡

婚姻なし

（若しくは妻、子３人）

住所

出生

住所

出生

（妻）

作成日 ：

作成者 ： 氏名

令和○年○月○日

公社　一郎

（　長女　）

沖縄　花子

沖縄県○○市△△△□丁目□番□

昭和○年○月○日

A4の用紙に、ボールペンで手書きで記載するかもしくは
パソコンを使用して作成してください。公社　法子

昭和○年○月○日

平成○年○月○日

（　三男　）

公社　三郎

沖縄県◎◎市▽▽▽○丁目○番○

昭和○年○月○日

（　長男　）

公社　一郎

沖縄県××市◇◇○丁目○番○

昭和○年○月○日

（　二男　）

公社　二郎

公社　太郎

沖縄県○○市△△△□丁目□番□

沖縄県○○市△△△□丁目□番□

昭和○年○月○日

令和○年○月○日

公社　太郎
沖縄県○○市△△△□丁目□番□

昭和○年○月○日

2
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様式 33 

 

土地附属物に関する 確認書 

 

農地中間管理事業での賃借権又は使用貸借によ る 権利の設定を 受ける 土地に係る 附属物の

内容並びに原状回復及び収去の条件等については、 下記のと おり である 。  

本確認書に記載さ れている 附属物の原状回復及び収去の義務は、農地借受者（ 以下「 借受者」）

が農地所有者（ 以下「 所有者」） に対し て直接負う も のと し 、 借受者及び所有者は、 沖縄県農業

振興公社（ 以下「 公社」 と いう ） に、 その義務を負わせないも のと する 。  

 

記 

 

１  附属物設置土地（ 既設及び新設）  

土地 

番号 
土地の所在 備考 

１  ○○市△△△□字○○○○番 
 

  
 

 

２  附属物の内容及び原状回復等 

（ １ ） 既に附属物が設置さ れている 場合 

土地 

番号 

既設の附属物名 

( 台数、 規模等）  

設置 

時期 

借受時 返還時 

破損等 

の有無 具体的な状況 

修繕 

交換 
収去 具体的な  

収去方法等 
有 無 要 不 要 不 

1 防風林 20 本 不明 ☐      ☐   ☐ 

契約終了時に

受け手が撤去

する  

   ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐  

 

（ ２ ） 附属物を新設する 場合 

土地 

番号 

新設する 附属物名 

( 台数、 規模、 農地造成等）  

設置者の 

収去義務 
設置 

時期 

収去 

時期 

具体的な 

収去方法等 
要 不 

  ☐ ☐    

  ☐ ☐    

※ 借受者は、（ ２ ） の内容がわかる 資料（ 図面や配置図等） を提出する こ と 。 ただし 、 事前

に資料が提出でき ない場合は、 設置計画ができ 次第、 速やかに提出する こ と と し 、 附属

物設置の着手前に設置内容について所有者の同意を得る こ と 。  
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※ 借受者は、 附属物の設置後、 写真等設置状況等がわかる 資料を提出する こ と 。  

３  その他附属物に関する 契約等  

附属物名 内容 備考 

   

 

４  その他の確認事項 

（ １ ）  農地法及び農振法等の関係法令によ る 許可が必要な場合は、 必ず設置場所所管の農業

委員会又は市町村に確認のう え、 必要な許認可、届出、 用途の変更等を得たう えで設置する

こ と 。  

（ ２ ）  既設の附属物の修繕については、 所有者及び借受者の間で協議の上、 合意する こ と と

し 、 公社は当該附属物の修繕に関与し ないも のと する 。  

（ ３ ） 賃借権又は使用貸借によ る 権利の設定を受ける 土地の契約期間の更新又は再契約時には、

当該土地に係る 附属物について、 新たに確認書の締結を行う こ と 。  

（ ４ ） 附属物（ 本確認書に記載さ れている 附属物を含む。） の原状回復及び収去の義務につい

て、 所有者及び借受者は、 公社にその義務を負わせないも のと する 。  

（ ５ ） なお、 本同意書に定めのない事項及び本同意書に疑義が生じ たと き は、 民法の規定に従

いつつ、 所有者と 借受者が協議し て決める 。  

 

 上記の確認事項を証する ため、 こ の確認書２ 通を作成し 、 所有者及び借受者は署名又は記名

押印の上、 各自その１ 通を所持する 。  

 

 

令和８ 年１ 月１ ０ 日 

 

農地所有者   住      所 ○○市△△△□丁目□番□号 

氏名又は法人名  公社 一郎          ㊞ 

（  代 表 者 名 ）  

連    絡    先 ×××－×××－××× 

 

農地借受者  住      所 ○○市▲▲□□123-4 

氏名又は法人名  機構 太郎          ㊞ 

（  代 表 者 名 ）  

連   絡   先 000-0000-0000 
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